




序　　　　　文

日本国政府は、ベトナム社会主義共和国政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援に係る

調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。

当機構は、平成 19 年 12 月 9 日から 12 月 22 日まで調査団を現地に派遣しました。

調査団は、ベトナム社会主義共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰

国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 19 年 12 月

独立行政法人国際協力機構

無償資金協力部長　中川　和夫



写真２　雨期に水田の水を排出するための自家用
排水ポンプ。（カマウ市ビレッジ 3）

写真１　小規模灌漑水路と水田。（カマウ市ビ
レッジ 3）

写真 4　水田およびメイズ畑。（ハノイ市近郊）写真３　水田 2.3ha を所有する小規模農家。（カ
マウ市ビレッジ 10）

写真６　民間肥料ディーラーの出荷前の一時保
管倉庫に保管されていたベトナム製 NPK。NPK
は、全て国内で製造されている。（ホーチミン市）

写真５　民間肥料ディーラーの出荷前の一時保
管倉庫。DAP、尿素、NPKが保管されていた。（ホー
チミン市）



写真８　カマウ省農業・農村開発局（DARD）と
の協議。（DARD 会議室）

写真７　カマウ省人民委員会（PPC）との協議。
（PPC会議室）

写真 10　大型クレーンによるバルク貨物の荷揚
げ。（ハイフォン市ハイフォン港）

写真９　ハイフォン港の仮置き倉庫。肥料など
の袋物が保管される。（ハイフォン市ハイフォン
港）
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略語一覧

・2KR： Second Kennedy Round, Grant Aid for the Increase of Food Production, Grant Assistance for 

Underprivileged Farmers / 食糧増産援助・貧困農民支援 1

・AIDS：Acquired Immunodeficiency Syndrome / 後天性免疫不全症候群

・B/A：Banking Arrangement / 銀行取極

・CPRSG：Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy / 包括的貧困削減成長戦略

・DAP：Di Ammonium Phosphate / リン酸第二アンモニウム

・DAC：Development Assistance Committee : 開発援助委員会

・DARD：Department of Agriculture and Rural Development / 農業・農村開発局

・DWT：Deadweight Ton / 載貨重量トン数

・GDP：Gross Domestic Product / 国内総生産

・HIV：Human Immunodeficiency Virus / ヒト免疫不全ウィルス

・JICA：Japan International Cooperation Agency / 独立行政法人 国際協力機構

・FAO：Food and Agriculture Organization of the United Nations / 国際連合食糧農業機関

・LAN：Limestone Ammonium Nitrate / 硝安石灰 2

・MAP：Mono Ammonium Phosphate / リン酸第一アンモニウム

・MARD：Ministry of Agriculture and Rural Development / 農業・農村開発省

・MPI：Ministry of Planning and Investment / 計画・投資省

・MOF：Ministry of Finance / 財務省

・MOP：Muriate of Potassium / 塩化カリ

・NGO：Non-Governmental Organization / 非政府組織

・NPK：Nitrogen, Phosphate and Potassium / 窒素・リン酸・カリ（肥料の成分）

・ODA：Official Development Assistance / 政府開発援助

・PMU：Project Management Unit 

・PPC：Provincial People’s Committee / 省人民委員会

・PRSP：Poverty Reduction Strategy Paper / 貧困削減戦略ペーパー

・TCP：Technical Cooperation Project / 技術協力プロジェクト

・USD：United States Dollar / 米ドル

・VND：Vietnamese Dong / ベトナムドン

・WTO：World Trade Organization / 世界貿易機関

1
　1964（昭和 39）年以降の関税引下げに関する多国間交渉（ケネディ・ラウンド）の結果、穀物による食糧援助に関する国際的

な枠組みが定められ、我が国では 1968（昭和 43）年より食糧援助が開始された。上記経緯から我が国の食糧援助はケネディ・

ラウンドの略称である KR と呼ばれている。その後、開発途上国の食糧問題は基本的には開発途上国自らの食糧自給のための

自助努力により解決されることが重要との観点から、1977（昭和 52）年に新たな枠組みとして食糧増産援助を設け農業資機材

の供与を開始した。本援助は食糧援助の KR の呼称に準じ 2KR と呼ばれている。2005（平成 17）年に食糧増産援助は貧困農民

支援となり従来の食糧増産に加え貧困農民・小規模農民に併せて裨益する農業資機材の供与をめざすこととなったが、本援助

の略称は引き続き 2KR となっている。なお、食糧増産援助 / 貧困農民支援の英名は Increase of Food Production / Grant Assistance 
for Underprivileged Farmers である。

2
　Calcium Ammonium Nitrate（CAN）と同義。



単位換算表

面積

名称 記号 換算値

平方メートル m2 （1）
アール a 100
エーカー ac 4,047
ヘクタール ha 10,000
平方キロメートル km2 1,000,000

容積

名称 記号 換算値

リットル L （1）
ガロン（英） gal 4.546
立方メートル m3 1,000

重量

名称 記号 換算値

グラム g （1）
キログラム kg 1,000
トン MT 1,000,000

円換算レート（2007 年 12 月）

USD 1 = 約 110 円

1 円 = 約 VND 150
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第１章　調査の概要

１－１　調査の背景と目的

（１）背景

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環

として成立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約 3 に基づき、1968 年度か

ら食糧援助（以下、「KR」という）を開始した。 
一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合

には農業物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付し

た。これ以降、日本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に

必要となる農業資機材についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始し

た。

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産

援助（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援と共に「2KR」
という）」として新設した。

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努

力を支援することが重要である」との観点から、毎年度 200 ～ 300 億円の予算規模で 40 ～

50 カ国に対し 2KR を実施してきた。

一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産

援助（2KR）の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受け

て情報を公開するとともに、廃止を前提に見直す」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革

「行動計画」において、「2KR については廃止も念頭に抜本的に見直す」ことを発表した。

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下

「JICA」という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002
年 11 月～ 12 月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果

も踏まえ、同年 12 月に以下を骨子とする「見直し」を発表した。

①　 農薬は原則として供与しないこと

②　 ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認

したうえで、その供与の是非を慎重に検討すること

③　上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60% 削減すること

④　 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR
のあり方につき適宜見直しを行うこと

上記方針を踏まえ外務省は、平成 15 年度からの 2KR の実施に際して、要望調査対象国の

中から、予算額、我が国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対

象候補国を選定し、JICA に調査の実施を指示することとした。

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。

3
　現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど 7 カ国、及び EU（欧州連合）とその加盟国が加盟しており、
日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万 MT となっている。
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①　 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返

り資金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用

②　 モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意

見交換会の制度化

③　 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確

保

JICA は上述の背景を踏まえた貧困農民支援に関する総合的な検討を行うため、「貧困農民

支援の制度設計に係る基礎研究（フェーズ 2）」（2006 年 10 月～ 2007 年 3 月）を行い、より

効果的な事業実施のため、制度及び運用での改善案を取りまとめた。同基礎研究では、貧困

農民支援の理念は、「人間の安全保障の視点を重視して、持続的な食糧生産を行う食糧増産

とともに貧困農民の自立を目指すことで、食料安全保障並びに貧困削減を図る」と定義し、

農業資機材の投入により効率的な食糧生産を行う「持続的食糧生産アプローチ」及び見返り

資金の小規模農民・貧困農民への使用を主とする「貧困農民自立支援アプローチ」4 の 2 つ

のアプローチで構成されるデュアル戦略が提言された。

平成 19 年度については、供与対象候補国として 17 カ国が選定され、原則として調査団が

派遣された。調査団が派遣された国においては、ニーズ、実施体制、要請の具体的内容及び

根拠、ソフトコンポーネント協力の必要性、技術協力との連携可能性等について従来以上に

詳細な情報収集、分析を行うとともに、国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係者

から 2KR に対する意見を聴取することとし、要請内容の必要性及び妥当性にかかる検討を

行った。

なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給

に向けた開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまで

の経緯と検討を踏まえ、平成 17 年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援（Grant Assistance 
for Underprivileged Farmers）」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農とすることを一層明

確化することを通じ、その上で、食糧生産の向上に向けて支援していくこととする。

 

（２）目的

本調査は、ベトナム社会主義共和国（以下「ベ」国という）について、平成 19 年度の貧

困農民支援（2KR）供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集し、要請内容の背景の確認

および妥当性を検討することを目的として実施した。

１－２　体制と手法

（１）調査実施手法

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。

現地調査においては、「べ」国政府関係者、農家、国際機関、NGO、資機材配布機関／業

4
　｢貧困農民支援の制度設計にかかる基礎研究（フェーズ 2）｣　JICA　2007 年
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者等との協議、サイト調査、資料収集を行い、「べ」国における 2KR のニーズ及び実施体制

を確認するとともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の国内解析においては、

現地調査の結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。

本調査における現地調査及び国内解析は、カマウ省人民委員会（PPC）より提出されたア

ドバンスの要請書及び現地調査における同省 PPC との協議結果に基づき行った。

（２）調査団構成

総括 山口　尚孝 JICA 無償資金協力部　業務第三グループ

農漁村開発チーム

実施計画 / 資機材計画 金澤　仁 （財）日本国際協力システム　業務部

貧困農民支援計画 長澤　直毅 （財）日本国際協力システム　業務部
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（３）調査日程

 

4 

（３） 調査日程 
 

山口団長 金澤団員 長澤団員

1 12月9日 日 ハノイ

2 12月10日 月 ハノイ

3 12月11日 火

10:30 成田(JL5133) →
14:55 ホーチミン

ホーチミン

14:00 サイト視察（Village 3, Ton Loc Bao Commune）

09:00 ミニッツ協議 09:00 サイト視察（Village 10, Nyuguen Phich

15:00 ミニッツ協議

16:00 ミニッツ署名

6 12月14日 金 ホーチミン

7 12月15日 土 ホーチミン

8 12月16日 日
書類整理

ハノイ
ホーチミン

9 12月17日 月

08:30 Aid Action（NGO）協議

11:00 Mien Nam Fertilizer Company
（肥料製造・輸入業者）

ハノイ
ホーチミン

11 12月19日 水
07:20 成田

ハノイ

12 12月20日 木 ハノイ

13 12月21日 金

14 12月22日 土

09:30 ハイフォン港港湾局及び港湾施設の視察

09:00 Ha Anh Fertilizer Company（肥料製造・輸入業者）協議

15:00 FAO

11:00 JICAベトナム事務所報告

23:55 ハノイ(JL752) →

06:45 成田

5 12月13日 木 カマウ

カマウ

13:30 カマウ省社会政策銀行

08:30 カマウ省農業・農村開発局協議

15:00 カマウ省女性組合

4 12月12日 水
14:00 Trong Tin（肥料販売業者）

15:00 Nguyen Van Trau（肥料販売業者）

11:00 JICAベトナム事務所ホーチミン支所報告

18:00 ホーチミン（VN 780）→20:00 ハノイ

ハノイ

14:00 ミニッツ署名（農業・農村開発省のみ）

15:00 在ベトナム日本国大使館報告

18:35 ハノイ（VN231）→20:35 ホーチミン

23:55 ホーチミン (VN 956) →

08:30 JICAベトナム事務所報告

10:00 農業・農村開発省

13:30 計画・投資省

10 12月18日 火

08:30 JICAベトナム事務所

07:35 カマウ(VN 432) → 08:40 ホーチミン

10:00 JICAベトナム事務所ホーチミン支所表敬及び報告

11:00 在ベトナム日本国総領事

14:00 サイゴン港港湾局及び港湾施設の視察

09:00 Hung Phu（肥料販売業者）
書類整理

11:30 ホーチミン (VN 218) → 13:30 ハノイ
書類整理

11:00 成田（JL 5135）→ 15:10 ハノイ

09:00 JICAハノイ事務所表敬及び協議

14:00 在ベトナム日本国大使館

15:30 農業・農村開発省国際協力局

08:30 計画・投資省表敬及び協議

10:00 財務省

14:00 農業・農村開発省穀物生産局

15:30 税関総局

18:35 ハノイ (VN 231) → 20:35 ホーチミン

05:55 ホーチミン (VN 431) → 06:55 カマウ

09:00 カマウ省人民委員会表敬及び協議

10:30 同省農業・農村開発局

No. 日付

日程

宿泊先
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（４）面談者リスト

・農業・農村開発省国際協力局

（International Cooperation Department, Ministry of Agriculture and Rural Development)
Ms. HOANG Thi Dzung Deputy Director General
Mr. NGUYEN Ann Minh M.E. on Hydraulic Engineering, 
 Senior Expert Project Officer
Mr. PHAM Trong Hien Forestry Officer

・計画・投資省（Ministry of Planning and Investment）　
Mr. NGUYEN Xuan Tien Deputy Director General,
 Foreign Economic Relations Department
Mr. NGUYEN Hoang Linh Officer, Japan and Northeast Asia Department

・財務省対外財政局（External Finance Department, Ministry of Finance）
Mr. NGUYEN Ngoc Hung Deputy Chief of External Debt Division II
Ms. DO Thanh Thuy Official

・カマウ省人民委員会（Provincial People’s Committee in Ca Mau）
Mr. TRINH Minh Thanh Vice Chairman
Mr. TRINH Van Len Vice Head

・同省農業・農村開発局（Department of Agriculture and Rural Development）
Mr. TRAN Van Thuc Vice Director
Mr. NGUYEN Van Tranh Head, Technical Division
Mr NGUYEN Ut Em Vice Director, Sub-Department of Plant Protection

・同省観光・外交局（Department of Tourism and Foreign Affairs）
Mr. TA Vinh Thang Director

・同省農民組合（Farmers Association）
Mr. NGUYEN Viet Hung Vice Chairman

・同省女性組合（Women’s Union）
Ms. DANG Hong Hoa President
Ms. HUYNH Kim Duyen Communist Party’s Standing Committee, 
 Head of Project Management Unit

・カマウ省青年組合（Youth Union in Ca Mau）
Mr. NGUYEN Hong Tuoi Member, Executive Committee
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・同省友好協会（Friendship Association）
Mr. LE Van Hung Chairman
　

・同省社会政策銀行（Social Policy Bank）
Ms. TRAN Thi Su Director
Mr. PHAN Van Lung Vice Director
Mr. NGUYEN Ba Ngan Vice Director
Mr. CHAU Minh Thuan Head, Monitoring & Internal Auditing Division
Mr. LUU Van Hung Head, Planning & Administration Division

・同省農家

Ms. THING Thi Hai Village 3, Ton Loc Bao Commune
Mr. HO Van Long 同上

Ms. BOIK Hac Aaung Village 10, Nyuguen Phich Commune

・HA ANH EXPORT IMPORT JOINT-STOCK COMPANY（ハノイ肥料製造・輸入業者）

Ms. NGUYEN Thi Tieu Chairman-Director
Ms. PHAM Thi Hoa Assistant　

・MIEN NAM FERTILIZER COMPANY（ホーチミン市肥料製造・輸入業者）

Mr. NGUYEN Tan Dat General Director
Ms. NGUY Luong Xuan Tam Trading Deputy Manager

・HUNG PHU（ホーチミン市肥料卸売業者）

Mr. HUYNH Minh Sanh Director

・TRONG TIN（カマウ肥料卸売業者）

Mr. TRONG Tin Director

・NGUYEN VAN TRAU（同上）

Mr. NGUYEN Van Trau Director

・サイゴン港湾局（Saigon Port Authority）
Mr. NGUYEN Van Minh Deputy General Director
Mr. LE Van Thao Deputy Manager, International Relations Department

・ハイフォン港湾局（Hai Phong Port Authority）
Mr. TRUONG Van Thai Deputy Director General
 Hai Phong Port Project Manager
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・FAO　

Mr. Andrew W. SPEEDY FAO Representative Vietnam
Mr. VU Ngoc Tien, MBA Assistant FAO Representative

・ACTION AID（NGO）

Mr. LE Tien Phong Programme Manager,
 Southern Representative Office

・在ベトナム日本国大使館　

由谷（ゆたに）倫也 二等書記官

景山　真澄 二等書記官

・在ホーチミン日本国総領事館

水城（みずき）幾雄 総領事

・JICA ベトナム事務所　

東城（とうじょう）康裕 次長

鈴木　和信 所員

安藤　勝洋 企画調査員

Ms. HOAN Thu Thuy　 Assistant Program Officer

狩俣　茂雄 農業・農村開発アドバイザー

松久　秀一 農民組織機能強化プロジェクト　経営／事業改善

松田　昌裕 同　研修

・JICA ベトナム事務所ホーチミン支所

中島　行雄 所　長

中山　隆二 青年海外協力隊・シニアボランティア担当

・通訳

Mr. PHAM Quynh Sam ハノイ、カマウ、ホーチミン担当

Mr. TRAN Ming Nhat カマウ担当

Ms. LUONG Mai Dung ホーチミン担当

Ms. LAN Huong ハノイ担当
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 第２章　当該国における農業セクターの概況

２－１　農業セクターの現状と課題

（１）｢ べ ｣ 国経済における農業セクターの位置づけ

農業セクターは、2006 年の GDP に占める割合が 15.33% と 2 位であり、労働人口に占める

農業・林業労働従事者の割合は 52.1% と高く、さらに輸入面でも全輸出の 20% を占める「ベ」

国の基幹産業となっている。

表２－１　セクター別国内総生産（GDP）の割合の推移

（単位：VND1,000,000）
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表２－１ セクター別国内総生産（GDP）の割合の推移 

 
（単位：VND1,000,000） 

産業セクター
GDP
成長率

農業 96,543 18.02% 106,385 17.34% 119,107 16.65% 132,985 15.85% 149,234 15.33%
林業 6,500 1.21% 7,775 1.27% 9,412 1.32% 10,052 1.20% 10,780 1.11%
漁業 20,340 3.80% 24,125 3.93% 27,474 3.84% 32,947 3.93% 38,252 3.93%
鉱業 46,153 8.62% 57,326 9.34% 72,492 10.13% 88,897 10.59% 99,919 10.26%
工業 110,285 20.59% 125,476 20.45% 145,475 20.34% 173,122 20.63% 206,945 21.25%
電気・ガス・水道 18,201 3.40% 22,224 3.62% 25,091 3.51% 28,929 3.45% 33,386 3.43%
建設 31,558 5.89% 37,100 6.05% 44,558 6.23% 53,276 6.35% 64,503 6.62%
小売・卸売り・自動車/機械修理 75,617 14.11% 83,297 13.58% 96,995 13.56% 113,768 13.56% 132,794 13.64%
ホテル・飲食 17,154 3.20% 18,472 3.01% 22,529 3.15% 29,329 3.49% 35,861 3.68%
輸送・倉庫・通信 21,095 3.94% 24,725 4.03% 30,402 4.25% 36,629 4.36% 43,825 4.50%
金融仲介サービス 9,763 1.82% 10,858 1.77% 12,737 1.78% 15,072 1.80% 17,607 1.81%
科学技術開発 3,009 0.56% 3,694 0.60% 4,315 0.60% 5,247 0.63% 6,059 0.62%
不動産売買・賃貸 24,452 4.56% 27,287 4.45% 31,304 4.38% 33,635 4.01% 36,814 3.78%
行政・防衛・社会安全保障 13,816 2.58% 16,676 2.72% 19,061 2.66% 23,038 2.75% 26,737 2.75%
教育・訓練 18,071 3.37% 21,403 3.49% 23,335 3.26% 26,948 3.21% 30,718 3.15%
厚生・社会福祉 7,057 1.32% 8,865 1.45% 10,851 1.52% 12,412 1.48% 14,093 1.45%
娯楽・文化・スポーツ 2,987 0.56% 3,367 0.55% 3,693 0.52% 4,158 0.50% 4,617 0.47%
政党・各種組織団体活動 714 0.13% 774 0.13% 885 0.12% 1,054 0.13% 1,217 0.12%
地域社会サービス 11,412 2.13% 12,497 2.04% 14,354 2.01% 16,293 1.94% 18,789 1.93%
家事手伝い 1,037 0.19% 1,108 0.18% 1,237 0.17% 1,421 0.17% 1,640 0.17%

2004年 2005年 2006年
715,307 839,212 973,790

16.6% 17.3% 16.0%11.3%

2002年
535,764

2003年

14.5%
613,434

 
（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 

 

GDP は 2002 年以降、年平均約 15%の堅調な伸びを見せている。これに対し農業セクタ

ーの GDP は、同年以降年平均約 17%という伸びを示しており、2002 年は VND 

96,543,000,000（約 64 億円）5から、2006 年の VND 149,234,000,000（約 99 億円）に増加

している。 

 

表 2-2 は農業及び林業従事者数の推移を示したものである。全労働者人口に農業・林業

従事者数の占める割合は 2002 年の 58.7%から 2006 年の 52.1%と若干減少しているが、農

業・林業は、依然として重要な産業セクターであることがうかがえる。 
 

 
                                                  
5 便宜上、現行レートの USD 1 = 約 110 円にて換算した。以下同様。 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006）

GDP は 2002 年以降、年平均約 15% の堅調な伸びを見せている。これに対し農業セクター

の GDP は、同年以降年平均約 17% という伸びを示しており、2002 年は VND 96,543,000,000（約

64 億円）5 から、2006 年の VND 149,234,000,000（約 99 億円）に増加している。

表 2-2 は農業及び林業従事者数の推移を示したものである。全労働者人口に農業・林業従

事者数の占める割合は 2002 年の 58.7% から 2006 年の 52.1% と若干減少しているが、農業・

林業は、依然として重要な産業セクターであることがうかがえる。

5
　便宜上、現行レートの USD 1 = 約 110 円にて換算した。以下同様。
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表２－２　農業・林業労働従事者数の推移

（単位：1,000 人）
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表２－２ 農業・林業労働従事者数の推移 

（単位：1,000 人） 

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
労働者人口 39,507.7 40,573.8 41,586.3 42,526.9 43,347.2
農業・林業従事者数 23,173.7 23,117.1 23,026.1 22,860.0 22,567.0
労働者人口に占める割合 58.7% 57.0% 55.4% 53.8% 52.1%  

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 
 

 表 2-3 は、農産品・食糧の輸出金額の推移である。2000 年から 2005 年の間に農産品・

食糧輸出金額は 1.7 倍増加し、USD 3,780,000（約 4.2 億円）から 6,346,000（約 7.0 億円）

となった。全輸出金額に占める割合が 2000 年の 26%から 2005 年には 20%に低下してい

るが、これは工業製品の輸出の伸びが大きかったからである。 

 

 

表２－３ 農産品・食糧輸出金額の割合の推移 
（単位：USD 1,000） 

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
全輸出金額 14,482.7 15,029.2 16,706.1 20,149.3 26,485.0 32,447.1
農産品・食糧輸出金額 3,780 4,052 4,118 4,432 5,278 6,346
全輸出金額に占める農産品・
食糧輸出金額の割合

26% 27% 25% 22% 20% 20%
 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 
 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006）
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（２）自然環境条件

｢ べ ｣ 国は、インドシナ半島の東端に位置し、北に中華人民共和国、西にラオス人民民主

共和国及びカンボジア王国、南と東は南シナ海と接し、南北 1,650 km、東西の最も狭い部分

で 50 km 程度という、細長い国土を有している。

｢ べ ｣ 国では自然条件等から、国土を①紅河デルタ地域、②北東部地域、③北西部地域、

④中央北部沿岸地域、⑤中央南部沿岸地域、⑥中部高原地域、⑦南東部地域、⑧メコン河デ

ルタ地域の 8 地域に分けている。
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③ 北西部地域 
④ 中央北部沿岸地域 
⑤ 中央南部沿岸地域 
⑥ 中部高原地域 
⑦ 南東部地域 
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トゥエンクァン 

 
 

図２－１  ｢べ｣国の地域区分 
 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 

図２－１ 　｢ べ ｣ 国の地域区分

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006）
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表２－４　地域別の降水量と気温
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表２－４ 地域別の降水量と気温 

地域名 都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均降水量(mm) 23.2 32 42.4 112.6 247 238.2 319.2 289.8 120.8 49.6 36.8 21.4

平均気温(℃） 16.54 18.84 20.68 24.94 27.46 28.88 28.58 28.02 27.14 25.1 22.18 17.4

平均降水量(mm) 19.8 25 48.8 135.4 176.8 188.6 256.6 281.2 86.6 41 26.8 18.6

平均気温(℃） 15.08 18.44 20.22 23.74 24.6 25.38 25.2 24.88 23.98 22.14 19.32 15.48
平均降水量(mm) 4.9 18.2 16.7 23.5 119.9 119.7 160.8 208.4 153.2 17.0 53.1 10.5

平均気温(℃） 17.3 18.9 20.9 25.2 28.0 30.0 29.6 28.7 28.1 26.3 23.1 18.5
平均降水量(mm) 30.2 37.0 48.4 52.0 190.0 80.8 150.2 290.8 412.0 320.2 99.4 65.8

平均気温(℃） 17.9 19.5 20.9 25.5 28.6 30.6 30.0 28.8 27.0 25.3 23.1 19.0
平均降水量(mm) 55.4 26.2 18.0 33.0 56.4 72.0 109.4 217.4 385.8 466.8 346.8 186.8

平均気温(℃） 21.5 22.9 24.0 26.6 28.4 29.8 29.2 28.6 27.3 26.0 25.0 22.3

平均降水量(mm) 5.6 12.6 91.4 117.6 180.6 212.2 219.2 281.4 275.4 225.4 83.8 25.2

平均気温(℃） 15.9 16.9 18.0 19.1 19.5 19.2 18.7 18.4 18.6 18.1 17.8 16.4
平均降水量(mm) 0.2 0.0 4.4 22.8 181.2 138.8 174.6 196.4 207.0 250.4 22.4 36.4

平均気温(℃） 25.6 26.2 27.2 29.1 29.2 28.6 27.9 27.8 27.9 27.7 27.7 26.6
平均降水量(mm) 15.8 0.0 1.6 60.4 226.4 293.8 369.4 384.8 361.0 304.0 202.8 55.4

平均気温(℃） 26.2 26.8 27.9 29.4 28.7 28.2 27.5 27.6 27.4 27.5 27.7 26.6

年間最大降水量 年間最高気温

年間最最小降水量 年間最低気温

カマウ

⑤中央南部沿岸地域

⑥中部高地地域

⑧メコン河デルタ地域

ソンラ③北西部地域

①紅河デルタ地域 ハノイ

②北東部地域 トゥエンクァン

④中央北部沿岸地域 ビン

⑦南東部地域 ブンタウ

ダナン

ダラト

 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 
 
①紅河デルタ地域 
 首都ハノイが位置し、紅河デルタがもたらした耕作地を有する。同地域の総面積 1,486.2 

ha のうち、耕作面積が 769.3 ha（51.8%）であり、｢べ｣国北部で最も肥沃な土地である。 

ハノイの平均降水量は 1,525.6 mm/年、平均気温は 17.3℃～30℃となっている。主な農産

品はコメ、メイズ、サツマイモ、キャッサバである。 

 
②北東部地域 
 紅河デルタ地域の北部に位置し、デルタ地帯からなだらかな丘陵地帯となり、中国国境

近くの北部では、標高は 2,500 m を超える山岳地帯となっている。耕作面積は同地域の総

面積の 15.3%にあたる 978.8 ha である。紅河デルタ地域とくらべ耕作に適した土地は少な

く、肥沃ではない。北東部地域のトゥエンクァンの平均年間降水量は 1,533 mm/年 6 で平

均気温は 16.4℃～28.9℃ 7 であった。主な農産品として、メイズ、キャッサバの他、コー

ヒーや茶といった換金作物があげられる。 

 
③北西部地域 

紅河デルタ地域の西側、ラオスと中国に国境を接する。ラオス、中国国境線は、2,500m

                                                  
6 2002 年～2006 年の年間降水量の平均値を平均年間降水量とした。 
7 各月の平均気温のうち、最も低かった気温を最低気温、最も高かった最高気温とし、2002 年～2006 年の

間の最低気温、最高気温を平均気温とした。 

 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006）

①　紅河デルタ地域

首都ハノイが位置し、紅河デルタがもたらした耕作地を有する。同地域の総面積 1,486.2 
ha のうち、耕作面積が 769.3 ha（51.8%）であり、｢ べ ｣ 国北部で最も肥沃な土地である。

ハノイの平均降水量は 1,525.6 mm/ 年、平均気温は 17.3℃～ 30℃となっている。主な農

産品はコメ、メイズ、サツマイモ、キャッサバである。

②　北東部地域

紅河デルタ地域の北部に位置し、デルタ地帯からなだらかな丘陵地帯となり、中国国境

近くの北部では、標高は 2,500 m を超える山岳地帯となっている。耕作面積は同地域の総

面積の 15.3% にあたる 978.8 ha である。紅河デルタ地域とくらべ耕作に適した土地は少な

く、肥沃ではない。北東部地域のトゥエンクァンの平均年間降水量は 1,533 mm/ 年 6 で平

均気温は 16.4℃～ 28.9℃ 7 であった。主な農産品として、メイズ、キャッサバの他、コーヒー

や茶といった換金作物があげられる。

③　北西部地域

紅河デルタ地域の西側、ラオスと中国に国境を接する。ラオス、中国国境線は、2,500m
を越す山岳地帯である。耕作面積は、同地域の農地面積の 13.3% にあたる 499.5 ha となっ

ており、ソンラの平均年間降水量は 1,305.2 mm/ 年と ｢ べ ｣ 国では降水量が少なく、平均

気温は 14.7℃～ 25.5℃と涼しい気候である。主な農産品として、メイズ、キャッサバの他、

6
　2002 年～ 2006 年の年間降水量の平均値を平均年間降水量とした。

7
　各月の平均気温のうち、最も低かった気温を最低気温、最も高かった最高気温とし、2002 年～ 2006 年の間の最低気温、最高気
温を平均気温とした。
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コーヒーや茶といった換金作物があげられる。

④　中央北部沿岸地域

バックボ（トンキン）湾の最深部に面し、東シナ海からの台風による影響を受け易い、

南北に約 500 km と細長い地域である。バックボ（トンキン）湾の最深部にあるビンの平

均年間降水量は 1,776.8 mm/ 年、17.8℃～ 30.6℃である。ラオス国境は 2,000 m 級の山岳地

帯となっているが、国境と海岸線のもっとも幅が狭いところは 50 km 程度となっている。

耕作面積は、同地域の総面積の 15.6% にあたる 809.9 ha となっている。主な農産品はコメ、

メイズである。換金作物としては、柑橘類などの果物の生産が行なわれている。

⑤　中央南部沿岸地域

南北に約 500 km と細長く、東シナ海にせり出した地域で、西側に中部高原地域と接する。

同地域の北部に位置するダナンの平均年間降水量は 1,974 mm/ 年、年間平均気温は 21.4℃
～ 30.0℃であるが、同地域中部のクインホンの平均年間降水量は 1,797.4 mm/ 年、年間平

均気温は 23.3℃～ 30.6℃、また、同地域南部のナトラング 1,320.8 mm/ 年、24.0℃～ 29.4℃
となっており、南部に行くほど、降水量が少なくなる傾向がある。耕作地面積は、同地域

の総面積の 17.6% にあたる 583.8 ha となっている。低地では米、丘陵地帯では、コーヒー

や茶などが生産されている。

⑥　中部高地地域

北部及び南部沿岸地域とラオス国境の南北 400 km 東西 150 km ほどの地域で、標高 1,000 
m 以上の高原地帯である。他の地域と比べて涼しく、ダラトの年間平均気温は 15.7℃～

19.6℃となっており、年間を通じて過ごしやすく、平均年間降水量は 1,730.4 mm/ 年となっ

ている。耕作面積は 1,597.1 ha であり、同地域の総面積に占める割合は 29.2% となっている。

主な農産物はコメ、メイズ、野菜類で、他にゴムや茶の生産が大規模に行なわれている。

⑦　南東部地域

ホーチミン市を含むその周辺地域で、耕作面積は同地域の総面積の 46.3% にあたる

1,611.9 ha である。ブンタウの平均年間降水量は 1,005.4mm/ 年で、年間平均気温は 25.6℃
～ 29.4℃となっている。耕作面積は 1611.9 ha であり、同地域の総面積に占める割合は

46.3% となっている。主な農産物はコメ、メイズ、落花生、キャッサバなどで、換金作物

として熱帯果物、ゴム等の栽培が行なわれている。

 
⑧　メコン河デルタ地域

｢ べ ｣ 国最南端に位置し、メコン河のデルタ地域に位置する。耕作面積は同地域の総面

積の 64% にあたる 2,575.9 ha で、標高 10 m 以下の地域が多い。カマウ省の平均年間降水

量は 2,275.4mm/ 年であり、年間の平均気温は 26.2℃～ 29.4℃と非常に高温多雨である。主

な農産物は米で、2006 年においては、国内のコメ総生産量の 50.8% にあたる 18,193.4 MT
が生産された。その他に熱帯果物、野菜が生産されている。

また、メコン河デルタでは漁業が盛んで、魚やエビの養殖も行われている。



－ 14 －

（３）土地利用条件

｢ べ ｣ 国の土地利用状況は、国土面積に占める農林水産業に利用している面積は 74% と多

い。中でもイネ作用地は、農林水産業利用面積の 16.9%、耕作面積の 44.1% にあたる 4,151,800 
ha であり、米作地が ｢ ベ ｣ 国の土地利用において大きな割合を占めている。

表２－５　土地利用状況（2006 年）

（単位：1,000 ha）
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⑧メコン河デルタ地域 
 ｢べ｣国最南端に位置し、メコン河のデルタ地域に位置する。耕作面積は同地域の総面積

の 64%にあたる 2,575.9 ha で、標高 10 m 以下の地域が多い。カマウ省の平均年間降水量は

2,275.4mm/年であり、年間の平均気温は 26.2℃～29.4℃と非常に高温多雨である。主な農産

物は米で、2006 年においては、国内のコメ総生産量の 50.8%にあたる 18,193.4 MT が生産さ

れた。その他に熱帯果物、野菜が生産されている。 

 また、メコン河デルタでは漁業が盛んで、魚やエビの養殖も行われている。 
 
（３） 土地利用条件 

 ｢べ｣国の土地利用状況は、国土面積に占める農林水産業に利用している面積は 74%と多

い。中でもイネ作用地は、農林水産業利用面積の 16.9%、耕作面積の 44.1%にあたる 4,151,800 

ha であり、米作地が｢ベ｣国の土地利用において大きな割合を占めている。 

 
表２－５ 土地利用状況（2006 年） 

（単位：1,000 ha） 

国土面積 33,121.2 国土面積
に対する割合

農林水産業利用面積 24,583.8 74%
非農林水産業面積 3,256.9 10%
未利用面積(山岳、岩山地帯含む） 5,280.5 16%

農林水産業利用面積 24,583.8 農林水産業利用面積
に対する割合

耕作面積 9,412.2 38.3%
単年作物 6,358.1 25.9%

イネ作地 4,151.8 16.9%
牧草地 50.6 0.2%
その他の単年作物 2,155.7 8.8%

多年作物 3,054.1 12.4%
森林面積（植林・保護林等） 14,437.3 58.7%
内水面積（漁業・養殖） 701.6 2.9%
塩田 14.1 0.1%
その他 18.6 0.1%  

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 
 
 
 
 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006）

（４）食料事情

表 2-6 は、｢ ベ ｣ 国の一人当たりの年間に食する食料消費量の推移を示したものである。

2002 年の 1 人あたりの年間のコメ消費量は 253.3 kg となっており、｢ ベ ｣ 国の食生活におけ

るコメの重要性がうかがえる。
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表２－６　1 人あたりの年間食料消費量の推移

（単位：1,000 kg）
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（４） 食糧事情 

 表 2-6 は、｢ベ｣国の一人当たりの年間に食する食糧消費量の推移を示したものである。

2002 年の 1 人あたりの年間のコメ消費量は 253.3 kg となっており、｢ベ｣国の食生活におけ

るコメの重要性がうかがえる。 

 

表２－６ 1 人あたりの年間食糧消費量の推移 
 

（単位：1,000 kg） 

食物種 1970年 1980年 1990年 2000年 2002年
家禽 1.6 1.8 2.6 4.7 5.4
豚 6.3 5.5 10.8 17.1 20.4
柑橘果物 1.7 1.5 1.7 5.2 5.2
各種野菜 45.2 42.0 46.0 74.3 80.1
牛乳 1.0 0.9 0.9 1.1 1.4
牛肉 2.1 1.9 2.5 2.4 2.5
魚介類 14.5 10.5 13.2 19.0 17.7
コメ 235.2 200.0 232.4 254.3 253.3
マメ 9.7 15.0 16.6 12.9 11.2
その他穀類 183.0 157.7 165.2 185.8 186.7
サツマイモ 22.2 38.8 24.8 6.0 6.5  
（出所：FAOSTAT 2005） 

 
 表 2-7 に示したとおり、｢ベ｣国の主要な食用作物は、イネ、サツマイモ、メイズ、キャッ

サバである。｢ベ｣国の主要食用作物の概要及び位置づけは以下のとおりである。 
 
① コメ 

｢ベ｣国で最も一般的な主食であり、白米としてのみではなく、麺や春巻きの皮等に加

工して様々な食し方に用いられており、｢ベ｣国の食文化、食生活において重要な作物で

ある。 

耕作面積は 2002 年から 2006 年まで減少傾向にあり、生産量と単収 8 は 2002 年から

2004 年まで増加を続けたガ、それ以降は横這いとなっている。 

 

② キャッサバ 
どのような土地でも比較的容易に栽培が可能であるため、増産傾向にある。特に単収

の改善は目覚しく、2002 年の 9.3 MT/ha から 2006 年の 22.9 MT/ha へ増加している。そ

のまま茹でたり、蒸かしたりして食するだけではなく、タピオカ澱粉に加工して食され

ることもある。2006 年にキャッサバを最も多く生産した地域は、南東部地域（2,671,400 

MT）で、次に多かったのは中央高原地域（2,020,800 MT）であった。この両地域で総生

                                                  
8 単位面積あたりの収量 

（出所：FAOSTAT 2005）

表 2-7 に示したとおり、｢ ベ ｣ 国の主要な食用作物は、イネ、サツマイモ、メイズ、キャッ

サバである。｢ ベ ｣ 国の主要食用作物の概要及び位置づけは以下のとおりである。

①　コメ

｢ ベ ｣ 国で最も一般的な主食であり、白米としてのみではなく、麺や春巻きの皮等に加

工して様々な食し方に用いられており、｢ ベ ｣ 国の食文化、食生活において重要な作物で

ある。

耕作面積は 2002 年から 2006 年まで減少傾向にあり、生産量と単収 8 は 2002 年から

2004 年まで増加を続けたが、それ以降は横這いとなっている。

②　キャッサバ

どのような土地でも比較的容易に栽培が可能であるため、増産傾向にある。特に単収の

改善は目覚しく、2002 年の 9.3 MT/ha から 2006 年の 22.9 MT/ha へ増加している。そのま

ま茹でたり、蒸かしたりして食するだけではなく、タピオカ澱粉に加工して食されるこ

ともある。2006 年にキャッサバを最も多く生産した地域は、南東部地域（2,671,400 MT）
で、次に多かったのは中央高原地域（2,020,800 MT）であった。この両地域で総生産量の

60.8% を賄っている。

③　メイズ

耕作面積は 2002 年から 2005 年まで増加していたが、2006 年は僅かに減少し、1,031.6ha
となっている。生産量、単収ともに着実に増加をつづけており、2006 年には 3.7 MT/ha ま

で増加している。なお、2006 年のメイズの総生産量のうち、25.9% にあたる 989.7MT が中

央高原地域で生産されている。

8
　単位面積あたりの収量
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④　サツマイモ

2002 年から 2006 年の間、耕作面積、生産量、単収ともに顕著に減少を続けている。

表２－７　主要作物の収穫面積及び収穫量の推移
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産量の 60.8%を賄っている。 

 
③ メイズ 

耕作面積は 2002年から 2005年まで増加していたが、2006年は僅かに減少し、1,031.6ha

となっている。生産量、単収ともに着実に増加をつづけており、2006 年には 3.7 MT/ha

まで増加している。なお、2006 年のメイズの総生産量のうち、25.9%にあたる 989.7MT

が中央高原地域で生産されている。 

 

④ サツマイモ 
2002 年から 2006 年の間、耕作面積、生産量、単収ともに顕著に減少を続けている。 

 
表２－７ 主要作物の収穫面積及び収穫量の推移 

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
耕作面積（1,000 ha） 7,504.3 7,452.2 7,445.3 7,329.2 7,324.4
生産量（1,000 MT） 36,960.7 37,706.9 39,581.0 39,621.6 39,648.0
単収（MT/ha) 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4
耕作面積（1,000 ha） 337.0 371.9 388.6 425.5 474.8
生産量（1,000 MT） 4,438.0 5,308.9 5,820.7 6,716.2 7,714.0
単収（MT/ha) 9.3 12.5 15.0 18.1 22.9
耕作面積（1,000 ha） 816.0 912.7 991.1 1,052.6 1,031.6
生産量（1,000 MT） 2,511.2 3,136.3 3,430.9 3,787.1 3,819.4
単収（MT/ha) 3.1 3.4 3.5 3.6 3.7
耕作面積（1,000 ha） 237.7 219.6 201.8 185.3 181.7
生産量（1,000 MT） 1,703.7 1,576.6 1,512.3 1,443.1 1,454.7
単収（MT/ha) 9.4 8.5 7.5 6.6 6.1

作物種

①コメ

③メイズ

④サツマイモ

②キャッサバ

 
（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 

 

（５） 農業セクターの課題 

 近年のコメの生産性は単収において向上しているが、一方で農地が限られている山岳地

帯や遠隔地にて伝統農業を営んでいる農家は、都市部へのアクセスの悪さ、生産性の低さ

により、自家消費農業から脱却できず、現金収入を得る機会が少ないため、貧困からの脱

却が困難な状態にある。 
 また、このような物理的、経済的な制約のために比較的容易に生産性を向上させる肥料

などへのアクセスが困難となっている。 
 
 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006）

（５）農業セクターの課題

近年のコメの生産性は単収において向上しているが、一方で農地が限られている山岳地帯

や遠隔地にて伝統農業を営んでいる農家は、都市部へのアクセスの悪さ、生産性の低さによ

り、自家消費農業から脱却できず、現金収入を得る機会が少ないため、貧困からの脱却が困

難な状態にある。

また、このような物理的、経済的な制約のために比較的容易に生産性を向上させる肥料な

どへのアクセスが困難となっている。

２－２　貧困農民、小規模農民の現状と課題

（１）貧困の状況

2006 年～ 2010 年の貧困ラインは農村部で月収 VND 200,000（約 1,300 円 9）、都市部で

VND 260,000（約 1,700 円）である。｢ ベ ｣ 国の総貧困 10 は、2002 年では 28.9% であったが、

2004 年には 19.5% と改善されている。しかしながら、北西部地域では 58.6% という高い総

貧困を示しており、他の地域においても、山岳地域や遠隔地などでは、都市部への接続が悪く、

インフラが未整備であり、産業も天水による自給農業を営んでいる農家が多いことより、貧

困農民が存在する。2006 年の農業・林業従事者は労働者人口の 53.1% を占めているが、国

民総生産の 15.33% を占めるに過ぎない状況である。

9
　1 円 = 約 VND 150

10
　Statistical Yearbook of Vietnam 2006 による。総貧困（General Poverty）とは月別の『支出』総額が VND 173,000（約 1,153 円）以
下の世帯。ただし、本定義は 2004 年のもの。なお、2006 年から 2010 年の貧困基準（Poverty Standard）として、同じく月別の『支

出』総額ベースで、農村部が VND 200,000（約 1,333 円）、都市部が VND260,000（約 1,733 円）と定義されている。
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（２）農民分類 11

｢ ベ ｣ 国の農業は 1988 年の農地改革までは、政府主導による集団農業を基本とされてき

たが、1988 年の農地改革で農業集団化政策を断念し、個人の土地利用権を 10 年～ 15 年と

いう限定期間を限定して、最大 3ha まで認められることとなった。これに伴い、農具、農業

機械、役畜の所有についても、所有が認められるようになった。

その後、1993 年の新土地法の施行により、土地利用権の期間が単年作物の作付地につい

ては 20 年間、多年作物の作付地が 50 年間と延長され、また、土地利用権の交換・譲渡・賃

貸・相続・担保化が認められ、農業主体が国から個人へと急激に移行していった。

1998 年には、3ha 以上の農地の保有が公に認められ、その結果、農地の再編は急激に進み、

農家は① 0.5ha 未満の小規模農家、② 0.5ha ～ 3ha の中規模農家、ならびに③ 3ha 以上の大規

模農家の 3 層に大きく分かれることとなった。

（３）貧困農民、小規模農民の課題

大規模農家の生産性が向上した反面、農地を手放す小規模農家が増加し、大規模農家、中

規模農家に日雇いで雇われ、日雇い間の競争及び労働単価の低下により、所得を低く抑えら

れ、所得格差が拡大している。

他方、山岳地域やメコン河デルタ地域などで伝統的な自給自足の農業に依存している貧困

農民は、農地も乏しく生産性も低いため、余剰生産物を販売し現金収入を得ることができず、

食糧作物から換金作物への転換すら行えない状況にある。

また、山岳地域のような遠隔地やメコン河デルタなどの低湿地地帯は、道路や灌漑施設な

どの社会インフラ施設の整備が立ち遅れており、肥料などの農業資機材の購入や農産品の販

売は大変不利な状況であるが、他方、都市部近郊の農家や歴史的に整備が行き届き商業ルー

トが確立している大規模農家は近年の経済発展に伴い、更なる競争力をつけており、格差が

広がる構図となっている。

このような状況のなか、山岳地域や遠隔地、メコン河デルタ地域のインフラを整備し、現

金収入の向上を図り、地域間での生活レベル、所得の格差を是正することが課題とされてい

る。

２－３　上位計画

（１）国家開発計画

①　社会経済開発戦略（Strategy for Socio-Economic Development 2001-2010）
本戦略においては、開発途上国からの脱却、消費生活の向上、文化的かつ精神的な生活

をめざし、① 2010 年までに 2000 年の GDP の倍増、②人間開発指数の向上（雇用の創出、

貧困・飢餓の削減等）、③世界基準の科学技術の開発、④社会インフラ設備の整備（特に

遠隔地）、⑤国家による経済の牽引（小規模個人経済セクター開発）が掲げられている。

農業セクターの政策指針としては、農業と地方産業の近代化を加速し、大規模農業に対

11
　高橋 塁、｢現代ベトナムにおける ｢逆相関関係 ｣の存在とその要因 ｣ 

　　東南アジア研究 44 巻 22 号 2006 年 9 月
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応しうる「ベ」国全体の近代化を図ること、地方の電化、機械化を推進し都市部への生鮮

食品の供給地とすること、そして地方における社会インフラ整備の推進等がある。

②　 包括的貧困削減成長戦略（The Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy, CPRGS）
前述の社会経済開発計画に連動しており、CPRGS（2002 年策定）のもと、貧困削減と

経済成長に係る包括的な長期計画が定められている。経済成長と社会開発及び貧困削減に

おいてそれぞれの計画目標が以下のとおり設定されている。

【経済成長】

・　 2010 年までに 2000 年の GDP を倍増する。農林水産業については、2001 年 ~2010 年の

期間の目標成長率を 4.0% ～ 4.5% とする。

・　 国内貯蓄率を 30% 以上とするとともに、2001 年～ 2005 年に VND 840 兆（約 5.6 兆円）

の開発投資を行なう。

【社会開発及び貧困削減】

・　 2000 年と比較して、2010 年までに総貧困を 5 分の 2、食糧貧困 12 を 4 分の 3、貧困世帯

数を 2005 年までに 5 分の 2、2010 年までに 5 分の 3 まで削減する。

・　 地方貧困地域において、小規模灌漑、学校、保健所、地方道路などの必要不可欠なイ

ンフラ整備を進め、2010 年までに同地域の 90% 以上の電化、80% 以上の道路整備及び

30% 以上の舗装化、上水道の整備を行う。

・　 1,400 万 ~1,500 万人 / 年の新規雇用を創出する。また、職業訓練を受けた労働者の割合

を 2010 年までに 40% とし、農村地域での失業率を 2010 年までに 5% 以下とする。

・　 初等及び中等教育の充実、特に遠隔地や山岳地における識字率の向上を目指し、2010
年の初等教育就学率を 85% ～ 90%、中等教育の低学年及び高学年の就学率をそれぞれ

90%、50% とする。また、2010 年の 40 歳以下の女性の識字率を 100% とする。

・　 乳幼児死亡率を 2010 年までに 25% に、5 歳児以下の死亡率を 20％にする。

・　 リプロダクティブヘルスについての啓蒙や、コレラなどの感染症についての指導・教育

を行う。また、2010 年までに HIV/AIDS の感染率を減少方向に転換させる。

（２）農業開発計画

農業農村開発 5 カ年計画（2006 年～ 2010 年）

社会経済開発戦略に基づき、下記の目標が策定された。

① 　農産物の持続的な品質向上

・農業の近代化による生産性の向上、生産の多様化及び複合化

・競争力向上のための加工技術及びポストハーベスト技術の向上

・国内・国際市場の販売拡大への投資

・土地政策に基づく適切な生産モデルの構築

・農業インフラの整備

・土地政策の改善と国営企業の民営化促進

12
　Statistical Yearbook of Vietnam 2006 による。食糧貧困（Food Poverty）とは月別の『収入』総額が農村部で VND 124,000（約 827 円）、
都市部で VND 163,000（約 1,087 円）以下の世帯。ただし、本定義は、総貧困同様、2004 年のもの。
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②　農村地域における社会環境の改善

・人材育成を通じた生産管理、技術移転等の実施

・農産物加工品、手工業等の小規模工業への集約的な投資

・農業、非農業関係の雇用の増進

・農村部地域の社会インフラ整備及びアクセスの改善

③　自然資源、生態環境の保護と生存環境の改善

・森林資源の保護と自然に調和した開発

・農業及び他の生産活動に必要な水資源を確保するための適切な森林管理の推進

・環境破壊の抑制

（３）本計画と上位計画との整合性

社会経済開発戦略、CPRSG 及び農業農村開発 5 カ年計画において、地方の貧困農民、小

規模農家の生産性の向上、余剰生産物の市場売却による現金収入の確保が目標とされており、

「ベ」国の貧困農民・小規模農民の支援、食糧増産ひいては開発を進めるにあたり本計画に

おいて必要となる農業資機材を供与することは妥当であるといえる。



－ 21 －

第３章　当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果

３－１　実績

｢ べ ｣ 国においてこれまで貧困農民支援（2KR）は実施されていない。現地調査も本調査が初

めてである。

３－２　効果

（１）食糧増産面

カマウ省の小規模農家へのヒアリングでは、肥料の価格が高いために適切な量を使用する

ことができないとの意見が多かった。コメに肥料を使用している農家では、NPK 及び DAP
を 100 kg/ha ～ 200 kg/ha 程度で使用していた。そのうち、水害や土壌・水質の影響をあまり

受けていない農家の単収は 2.0 ～ 3.0 MT/ha で、肥料を全く使っていない農家の単収は 1.0 
MT/ha であり、肥料のみが要因として単純な比較ができないために定性的ではあるが、肥料

の使用がコメの収量増加に貢献していることがうかがえ、本援助による肥料の供与は食糧増

産面における一定の効果が期待できる。

（２）貧困農民、小規模農民支援面

前述のとおり、｢ べ ｣ 国では肥料の流通量が少なく、特に小口の消費者である小規模農家

にとっては、流通ルートも限られているために肥料の購入機会が制限されており、特に地方

においては交通アクセスが困難なために、その傾向は顕著であると推察される。適切な時期

に適切な肥料を使用することで生産性が向上し、余剰生産物の市場売却により現金収入を得

る機会の確保が期待されるところ、本援助による肥料の供与は貧困農民及び小規模農民支援

面においても一定の効果が期待できる。

３－３　ヒアリング結果

（１）裨益効果の確認

カマウ省の小規模農家及び NGO へのヒアリングにおいて、肥料を使用した農家は肥料を

使用していない農家と比べ、コメの単収が 2 倍から 3 倍との声を聞いた。定性的ではあるが、

肥料の使用による増収を確認した。

（２）ニーズの確認

前述のヒアリングにおいて、肥料の流通量が少ないため、小規模農家は必要な肥料を購入

することができず、ホーチミン市から約 600km 離れたカマウ省では肥料の販売価格に 3 ～

10% の輸送費が加算されるため、購入時の負担となっていることを確認した。

小規模農家からは、市場に適切な時期に適切な価格で販売されていれば、必要数量の肥料

を購入したいとの意見が多く聞かれ、肥料のニーズは高いと考える。

（３）課　題

国際機関及び NGO から、以下のような意見、提言があった。
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2KR の調達予定肥料が約 10,000 MT であることに関し、FAO が過去に実施した中部及びメ

コン河デルタの洪水被災地域への種モミ及び肥料（尿素）の無償供与の経験を踏まえ、貧困

農民に適切に肥料の配布を行うには経由地の倉庫の活用を含めたロジスティクスに相当の配

慮が必要であり、貧困農民の特定をどのように進めていくかがもう 1 つの課題となるだろう

とのコメントがあった。

また、メコン河デルタで貧困農民を対象に農業外収入、教育、女性の生活基盤の確保に係

る協力を行っている NGO の Action Aid（ホーチミン市）からは、メコン河デルタでは土地

すら満足に持てず、ほぼ飢餓状態にある地域があるため、肥料の効果については承知してい

るが、農業以外の仕事を創出し現金収入を確保しなければ、貧困農民による肥料の購入は困

難ではないかとのコメントがあった。なお、同 NGO によれば、メコン河デルタにおいては

農業ではなく、漁業をベースとした村落開発プロジェクトが多いとのことであった。
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第４章　案件概要

４－１  目標及び期待される効果

本調査実施前にカマウ省人民委員会（PPC）から提出されたアドバンスの要請書によれば、同

省の貧困削減計画は 2006 年に同省の総世帯の 19.2% を占めていた貧困・飢餓世帯を 2008 年に

10%、2010 年に 10% 以下にすることを目指しており、本援助はこれらの目標を達成のために重

要であるとされている。さらに、貧困世帯は所有する農地が乏しくメコン河デルタではその傾向

が特に顕著であり、食糧作物を中心とした伝統的な自給自足の農業に依存しているためその生産

力は低く、余剰生産物を販売する余力がないため現金収入に乏しく、資力がないため食糧作物か

ら換金作物等への転換もままならないという悪循環に陥っており、本援助はこの様な状況を打開

するものとして期待されている。

４－２　実施機関

前述のアドバンスの要請書によれば、本援助の先方実施機関はカマウ省農業・農村開発局

（DARD）となっていたため、DARD に実施機関となりうる可能性を質したところ、現在「べ」

国では肥料の流通を市場に委ねることを原則としており、実施機関が公社及び民間業者等を対象

とした一般競争入札を実施することが求められることを踏まえ、DARD が肥料の一般競争入札を

実施することは法的には問題はないが、これまでこうした入札の経験はないとの回答があった。

他方、「べ」国の援助窓口機関である計画・投資省（MPI）は、過去にノンプロジェクト無償

資金協力の実施機関として肥料（尿素、硫安等）を調達した経験から、中央省庁である同省もし

くは農業政策統括機関である農業・農村開発省（MARD）を実施機関とすることを検討する必要

があるとの認識を示した。なぜならば、本援助には一般競争入札を視野に入れた販売先の決定、

売買契約書の締結、販売代金の回収等、複雑な手続があり、回収された販売代金は見返り資金と

して資金管理を行う必要があるところ、不慣れな地方政府・地方機関が実施機関となることは実

務的に簡単ではないからである。

また、MARD は、カマウ省 DARD に過去に入札の経験がないことや、同省で肥料を販売する

には省都のカマウよりもホーチミン市での入札が望ましい 13 こと等を考慮し、DARD を実施機関

とするそれまでの同省の方針を変更し、MARD が実施機関となり、同省傘下の肥料を扱う公社

を通じた販売・配布を検討している。

したがって、カマウ省 DARD が本援助の実施機関となることは可能ではあるが、本援助の実

施機関がカマウ省 DARD となるか他の機関となるかに関わらず、ノン・プロジェクト無償資金

協力で肥料を調達した経験のある MPI や農業政策統括機関である MARD の支援協力が不可欠と

判断される。

４－３　要請内容及びその妥当性

（１）対象作物

13
　実施体制及びその妥当性 (1) 配布・販売方法・活用計画 にて詳述。
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カマウ省 PPC のアドバンスの要請書によれば、本援助の対象作物はイネ 14 となっている。

「べ」国は年間約 4,000 万 MT のコメを生産 15 し、うち約 500 万トンを海外に輸出 16 しており、

現在、タイに次ぐ、世界第 2 位のコメ輸出国となっている。しかし、表 4-1 に示すとおり、

イネの単収 17 は各省においてバラつきがあり、カマウ省が位置するメコン河デルタ地域のイ

ネの単収 4.7 MT/ha と全国平均の 4.6 MT/ha をやや上回っているものの、カマウ省のイネの

単収は 3.5 MT/ha と全国平均及びメコン河デルタ地域の平均を大きく下回っている。

したがって、イネ自体は「べ」国の輸出換金作物ではあるが、既述のとおり、イネが「ベ」

国において最も消費量が多く一般的な主食であることや、表 4-1 に示すとおり全国平均を下

回る単収に留まっている省もあり地域毎に生産量のバラつきもみられることから、対象地域

の絞込みにもよるが、貧困農民支援において農業資機材の投入により効率的かつ持続的な食

糧増産をめざし国家レベルの食糧安全保障を目指す「持続的食糧生産アプローチ」の観点に

おいては、イネは「べ」国 2KR の対象作物として妥当であるといえる。

表４－１　「ベ」国におけるイネの単収の推移

（単位：kg/ha）
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４－３ 要請内容及びその妥当性 

（１） 対象作物 

カマウ省人民委員会（PPC）のアドバンスの要請書によれば、本援助の対象作物は     

イネ 14 となっている。 

「べ」国は年間約 4,000万MTのコメを生産 15 し、うち約 500万トンを海外に輸出 16 し

ており、現在、タイに次ぐ、世界第 2 位のコメ輸出国となっている。しかし、表 4-1 に示

すとおり、イネの単収 17 は各省においてバラつきがあり、カマウ省が位置するメコン河

デルタ地域のイネの単収 4.7 MT/ha と全国平均の 4.6 MT/ha をやや上回っているものの、

カマウ省のイネの単収は 3.5 MT/ha と全国平均及びメコン河デルタ地域の平均を大きく下

回っている。 

したがって、イネ自体は「べ」国の輸出換金作物ではあるが、既述のとおり、イネが「ベ」

国において最も消費量が多く一般的な主食であることや、表 4-1 に示すとおり全国平均を

下回る単収に留まっている省もあり地域毎に生産量のバラつきもみられることから、対象

地域の絞込みにもよるが、貧困農民支援において農業資機材の投入により効率的かつ持続

的な食糧増産をめざし国家レベルの食糧安全保障を目指す「持続的食糧生産アプローチ」

の観点においては、イネは「べ」国 2KR の対象作物として妥当であるといえる。 

 
表４－１ 「ベ」国におけるイネの単収の推移 

（単位：kg/ha） 
地域・省名 2000年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年（推定）

メコン河デルタ 4,173 4,457 4,468 4,672 4,838 4,681
ロンアン 3,470 4,010 4,180 4,390 4,510 4,080
ティエンザン 4,610 4,850 4,860 5,070 5,170 4,900
ベンテェ 3,520 3,940 3,990 4,070 4,090 4,060
チャービン 3,990 4,270 4,430 4,390 4,430 4,430
ビンロン 4,510 4,590 4,520 4,630 4,790 4,770
ドンタップ 4,600 5,110 5,080 5,340 5,570 5,300
アンザン 4,690 5,440 5,330 5,750 5,930 5,730
キエンザン 4,220 4,480 4,420 4,800 4,940 4,610
カントー 4,550 4,850 4,730 5,200 5,320 5,180
ハウザン 4,710 4,860 4,680
ソクチャン 4,840 5,080 4,930
バクリュウ 4,110 4,090 4,170 4,470 4,680 4,660
カマウ 3,430 3,220 3,300 3,070 3,530 3,520
全国 3,988 4,262 4,386 4,521 4,507 4,620

4,6104,370 4,630

 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 

 

（２） 対象地域及びターゲット・グループ 

カマウ省人民委員会（PPC）のアドバンスの要請書によれば、本援助の対象地域及びタ

                                                  
14 作物をイネ、生産物をコメとした。 
15 Statistical Yearbook of Vietnam 2006 
16 農村・農業開発省（MARD）発表 2007 
17 単位面積あたりの収量 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006）

（２）対象地域及びターゲット・グループ

カマウ省 PPC のアドバンスの要請書によれば、本援助の対象地域及びターゲット・グルー

プはカマウ省において農業に従事する貧困層となっている。

2004 年のカマウ省の総貧困（General Poverty）は、表 4-2 に示すとおり、19.5% と全国平均

と同一であり、同年の食糧貧困（Food Poverty）に関しては 5.2％と全国平均の 6.9% を下回っ

てはいるものの、南東部の 1.8% や紅河デルタ地域の 4.6% に比べれば必ずしも貧困率が低い

とはいえない。また、2002 年と 2004 年の総貧困と食糧貧困を対比させると、食糧貧困は全

国平均と同程度の減少（9.9% から 6.9% に減少したのに対し 7.6% から 5.2% に減少）を確認

14
　作物をイネ、生産物をコメとした。

15
　Statistical Yearbook of Vietnam 2006

16
　農村・農業開発省（MARD）発表 2007

17
　単位面積あたりの収量
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できるが、総貧困については全国よりも貧困削減が進んでおらず（28.9% から 19.5% に減少

したのに対し 23.4% から 19.5% に減少）、本観点からは同省を対象地域とすることは妥当で

あるといえる。

表４－２　「ベ」国における地域別貧困状況

（単位：%）
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に減少）を確認できるが、総貧困については全国よりも貧困削減が進んでおらず（28.9%

から 19.5%に減少したのに対し 23.4%から 19.5%に減少）、本観点からは同省を対象地域と

することは妥当であるといえる。 

 
表４－２ 「ベ」国における地域別貧困状況 

（単位：%） 

　　　　　地域名

貧困区分
年

紅河
デルタ

北東部 北西部
北部中央

沿岸
南部中央
沿岸

中部高地 南東部
メコン河
デルタ

全国

2002 22.4 38.4 68.0 43.9 25.2 51.8 10.6 23.4 28.9
2004 12.1 29.4 58.6 31.9 19.0 33.1 5.4 19.5 19.5
2002 6.5 14.1 28.1 17.3 10.7 17.0 3.2 7.6 9.9
2004 4.6 9.4 21.8 12.2 7.6 12.3 1.8 5.2 6.9

一般貧困

食糧貧困

 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006） 

 

なお、2006 年のカマウ省の総人口は 1,232,000 人 18 と推定されており、メコン河デル

タ地域の総貧困率 19.5%を乗じた約 240,000 人が貧困層と想定されるが、このうち農業従

事者は 82% 19 とされているため、最終的なターゲット・グループは約 200,000 人と推計

される。 

 

（３） 要請品目・要請数量 

カマウ省人民委員会（PPC）のアドバンスの要請書によれば、本援助の要請品目・要請

数量は尿素、DAP、NPK、4,800 MT となっている。 

 

まず、各要請品目の特性並びに「べ」国における使用状況を記す。 

 

１）尿  素 

水に溶けやすい速効性の窒素質肥料で、吸湿性があるため粒状化されている。窒素質

肥料の中で窒素含有率が最も高く、土壌を酸性化する副成分を含まない。「べ」国では

                                                  
18 Statistical Yearbook of Vietnam 2006 
19 World Bank, Accelerating Vietnam's Rural Development, Volume 1, Overviews 2006 p.14 ただし、82%という

数字は 2002 年のもの。 

（出所：Statistical Yearbook of Vietnam 2006）

なお、2006 年のカマウ省の総人口は 1,232,000 人 18 と推定されており、メコン河デルタ地

域の総貧困率 19.5% を乗じた約 240,000 人が貧困層と想定されるが、このうち農業従事者は

82%19 とされているため、最終的なターゲット・グループは約 200,000 人と推計される。

（３）要請品目・要請数量

カマウ省 PPC のアドバンスの要請書によれば、本援助の要請品目・要請数量は尿素、

DAP、NPK、4,800 MT となっている。

まず、各要請品目の特性並びに「べ」国における使用状況を記す。

１）尿　　素

水に溶けやすい速効性の窒素質肥料で、吸湿性があるため粒状化されている。窒素質肥

料の中で窒素含有率が最も高く、土壌を酸性化する副成分を含まない。「べ」国ではイネ、

野菜及び果物等の元肥（もとひ）として使用されている。成分の尿素態窒素は土壌中でア

ンモニア態窒素に変り、さらに畑状態では速やかに硝酸態窒素に変わって作物に吸収され

る等の特徴があるため、畑作物用に広く使用されている。「べ」国のように水田でも使用

されるが、施肥直後に灌水すると流亡しやすく、また施肥後、長期間畑状態に置いた後に

灌水すると硝酸態窒素として流亡するので注意を要する。適切に使用すると肥料効果は硫

安と同等であり、特に無硫酸根肥料であるため土壌を酸性化させることがなく、硫安に比

べ土壌によっては勝ることがある。

２）DAP
化学名がリン酸第二アンモニウムで、MAP（リン酸第一アンモニウム）とともに通常

リン安と略称される高度化成肥料の一つである。日本ではほとんどリン安系高度化成肥料

製造の際の中間原料として使用されているが、欧米では直接肥料として施肥される場合が

18
　Statistical Yearbook of Vietnam 2006

19
　World Bank, Accelerating Vietnam's Rural Development, Volume 1, Overviews 2006 p.14　ただし、82% という数字は 2002 年のもの。
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ある。「べ」国ではイネ、野菜及び果物等の元肥として使用されている。水に解けやすく、

その窒素、リン酸の肥効は速効性であるが、尿素、硫安、塩安の窒素質肥料と比較して窒

素が流亡し難く、土壌を酸性化する危険性が少ないなどの特徴がある。リン酸含量が極め

て高いためリン酸固定力の強い土壌には有効である。成分含量から明らかなように、DAP
は MAP に比較して窒素含量が高く、リン酸含量が低い。いずれの肥効が高いかは選定の

一要素になるが、これは作物、土壌条件等によって異なる。

３）NPK
肥料原料を配合し化学的操作を加えて製造したもので、広く各作物に使用できるように、

原料の種類や配分比を変えていろいろなタイプの肥料が作れるという特徴がある。高度化

成は、さらに三要素含量が高いため輸送費が軽減される、施肥労力が省ける等のメリット

があるほか、リン酸の全部または一部がリン安の形で含まれているため窒素、リン酸の肥

効が高いと評価されている。「べ」国ではイネ、野菜及び果物等の元肥として使用されて

いる。

次に表 4-3 にカマウ省 PPC による上記肥料 3 品目の要請数量の算出根拠を示す。

 

表４－３　要請数量の算出根拠
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表４－３ 要請数量の算出根拠 

No. 品目
対象面積
（ha）

作付回数
（回/年）

施肥量
（kg/ha）

施肥回数
（回/作付）

必要数量
（MT/年）

1 尿素 44,400 1 80 1 3,552
35,200 2 80 1 5,632

小計 79,600 9,184
2 DAP 44,400 1 60 1 2,664

35,200 2 60 1 4,224
小計 79,600 6,888

3 NPK 44,400 1 60 1 2,664
35,200 2 60 1 4,224

小計 79,600 6,888
22,960      合計  

（出所：カマウ省 DARD） 

 

 カマウ省農業・農村開発局（DARD）によれば、同省においては一部農家が二期作を行

っており、全作付面積 79,600ha に対し尿素、DAP、NPK をそれぞれ元肥として 80kg､60kg､

60kg ずつ使用するため、年間の必要数量は尿素が 9,184 MT、DAP が 6,888 MT、NPK が

6,888 MT、合計 22,960 MT となるとのことであった。 

 他方、カマウの肥料卸売業者 2 社へのヒアリングによれば、両社の年間の販売量は尿素

18,000 MT（9,000 MT×2 社=18,000 MT）、DAP 12,000 MT（7,000 MT＋5,000 MT=12,000 MT）、

NPK 20,000 MT（10,000 MT×2 社=20,000 MT）、合計 50,000 MT であった。これら 2 社がカ

マウ省内の肥料市場の約 80%を占めていることから、同省全域における肥料販売量は年間 

約 62,500 MT と推定される。 

したがって、カマウ省の要請数量 22,960 MT は、同省の民間ベースでの肥料販売量約

62,500 MT の約 36.7%を占めるものと推定される。このため、要請数量と同量の肥料がこ

のまま調達された場合、肥料の販売価格の下落や在庫の発生等の民間市場への影響が懸念

される。 

また、仮にカマウ省で 2KR 肥料の販売にかかる入札を行う場合、カマウ省 DARD は肥

料を保管できる外部倉庫を有していないため、一時保管場所として民間の倉庫を借り上げ

る必要があるが、両社の倉庫スペースは合計 3,200 MT（1,700 MT＋1,500 MT=3,200 MT）

に留まっている。カマウ省の年間肥料販売量と同様の計算をすれば、カマウ省全域の倉庫

保管能力は約 4,000 MT と推定され、すなわち、年間約 62,500 MT の販売量に対する倉庫

保管能力が約 6.4%に留まっていることとなる。このことから各卸売業者は倉庫スペース

を有効に活用するため、必要な時期に必要な肥料を買い付けすぐに小売業者に転売してお

り、翻っていえばどの時期においても一定の在庫を抱えているといえ、倉庫スペースは必

（出所：カマウ省 DARD）

カマウ省 DARD によれば、同省においては一部農家が二期作を行っており、全作付面

積 79,600ha に対し尿素、DAP、NPK をそれぞれ元肥として 80kg､60kg､60kg ずつ使用す

るため、年間の必要数量は尿素が 9,184 MT、DAP が 6,888 MT、NPK が 6,888 MT、合計

22,960 MT となるとのことであった。

他方、カマウの肥料卸売業者 2 社へのヒアリングによれば、両社の年間の販売量は尿素

18,000 MT（9,000 MT × 2 社 =18,000 MT）、DAP 12,000 MT（7,000 MT ＋ 5,000 MT=12,000 
MT）、NPK 20,000 MT（10,000 MT × 2 社 =20,000 MT）、合計 50,000 MT であった。これら

2 社がカマウ省内の肥料市場の約 80% を占めていることから、同省全域における肥料販売
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量は年間 約 62,500 MT と推定される。

したがって、カマウ省の要請数量 22,960 MT は、同省の民間ベースでの肥料販売量約

62,500 MT の約 36.7% を占めるものと推定される。このため、要請数量と同量の肥料がこ

のまま調達された場合、肥料の販売価格の下落や在庫の発生等の民間市場への影響が懸念

される。

また、仮にカマウ省で 2KR 肥料の販売にかかる入札を行う場合、カマウ省 DARD は肥

料を保管できる外部倉庫を有していないため、一時保管場所として民間の倉庫を借り上げ

る必要があるが、両社の倉庫スペースは合計 3,200 MT（1,700 MT ＋ 1,500 MT=3,200 MT）
に留まっている。カマウ省の年間肥料販売量と同様の計算をすれば、カマウ省全域の倉庫

保管能力は約 4,000 MT と推定され、すなわち、年間約 62,500 MT の販売量に対する倉庫

保管能力が約 6.4% に留まっていることとなる。このことから各卸売業者は倉庫スペース

を有効に活用するため、必要な時期に必要な肥料を買い付けすぐに小売業者に転売してお

り、翻っていえばどの時期においても一定の在庫を抱えているといえ、倉庫スペースは必

ずしも十分ではなく、肥料卸売業者の倉庫借用を前提としたカマウ省での入札実施は物理

的に困難であると思われる。

また、NPK については、表 4-4 に示すとおり、「べ」国における NPK は全て国内生産

となっている一方、2KR は外貨支援の一環としての位置づけがあり受益国内での肥料調

達（第二国調達）が原則認められていない。「べ」国以外から NPK を調達した場合、品質

や価格の面から国内市場に混乱を来たす可能性があるところ、本援助の実施機関がカマウ

省 DARD となるか他の機関となるかに関わらず、本援助における NPK の調達は見送る旨、

「べ」側（MPI、MARD、カマウ省 PPC、DARD）と確認した。なお、NPK について、カマ

ウ省 DARD に不明だった技術仕様を確認したところ、イネの元肥として NPK 20-20-15 の

調達を企図していたとのことであった。

表４－４　「ベ」国における主要肥料輸入割合
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ずしも十分ではなく、肥料卸売業者の倉庫借用を前提としたカマウ省での入札実施は物理

的に困難であると思われる。 

また、NPK については、表 4-4 に示すとおり、「べ」国における NPK は全て国内生産と

なっている一方、2KR は外貨支援の一環としての位置づけがあり受益国内での肥料調達

（第二国調達）が原則認められていない。「べ」国以外から NPK を調達した場合、品質や

価格の面から国内市場に混乱を来たす可能性があるところ、本援助の実施機関がカマウ省

DARD となるか他の機関となるかに関わらず、本援助における NPK の調達は見送る旨、

「べ」側（計画・投資省<MPI>、農業・農村開発省<MARD>、カマウ省人民委員会<PPC>、

同省農業・農村開発局<DARD>）と確認した。なお、NPK について、カマウ省 DARD に

不明だった技術仕様を確認したところ、イネの元肥として NPK 20-20-15 の調達を企図し

ていたとのことであった。 
 

表４－４ 「ベ」国における主要肥料輸入割合 

No. 肥料名
年間流通量
（MT）

うち輸入量
（MT） 輸入割合

1 尿素 2,000,000 1,100,000 55.0%
2 DAP 7,000,000 7,000,000 100.0%
3 硫安 5,000,000 5,000,000 100.0%
4 リン酸 1,200,000 0 0.0%
5 NPK 2,000,000 0 0.0%  

 （出所：MARD） 

 

以上のことから、「ベ」国の稲作栽培における NPK を除く尿素、DAP については、本

援助の要請品目としての妥当性は確認できるものの、対象地域をカマウ省とした場合、そ

の要請数量は、同省における民間の市場規模や倉庫保管能力に見合ったものとする必要が

あるといえる。 

 

（４） スケジュール案 

 カマウ省人民委員会（PPC）より提出されたアドバンスの要請書並びに今次現地調査に

おける同委員会との協議結果に基づき、対象作物はイネ、対象地域はカマウ省、要請品目

は尿素、DAP の肥料 2 品目と想定し、図 4-1 に示すイネの作付暦をふまえた肥料の調達時

期を検討した。 

 

（出所：MARD）

以上のことから、「ベ」国の稲作栽培における NPK を除く尿素、DAP については、本

援助の要請品目としての妥当性は確認できるものの、対象地域をカマウ省とした場合、そ

の要請数量は、同省における民間の市場規模や倉庫保管能力に見合ったものとする必要が

あるといえる。

（４）スケジュール案
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カマウ省 PPC より提出されたアドバンスの要請書並びに今次現地調査における同委員会

との協議結果に基づき、対象作物はイネ、対象地域はカマウ省、要請品目は尿素、DAP の

肥料 2 品目と想定し、図 4-1 に示すイネの作付暦をふまえた肥料の調達時期を検討した。

 
図４－１　「ベ」国におけるイネの作付暦 20
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図４－１ 「ベ」国におけるイネの作付暦 20 

（出所：調査団によるヒアリング） 
 

カマウ省が所在する「べ」国南部の稲作は 12 月から 2 月にかけて播種が行われるが、

それに先立つ 1 か月前の 11 月から 1 月に圃場の耕起が行われ、その後、尿素、DAP が元

肥として使用される。したがって、カマウ省を対象とした場合の、尿素、DAP の調達時

期は 10 月が妥当であると判断する。 

また、対象地域が最終的に「べ」国全土となった場合も、各地域の稲作における施肥が

北部 1 月～3 月、中部 12 月～2 月、南部 11 月～1 月となっていることから、稲作が最も

早く行われる南部を基準に調達時期を検討し、その後必要に応じて地域毎の調達時期を設

定するべきと思われる。 

なお、ハノイ、ハイフォン各港湾局の説明によれば、肥料の需要が高まる時期は各港が

かなり混雑し通関・荷役手続が滞ることもあるとのことであるため、調達時期の若干の前

倒しが必要と思われるが、必要以上の前倒しを行うと今度は雨季と重なり、降雨により荷

揚げした肥料が固結するリスクが発生するため、肥料の調達時期の最終設定にあたっては

慎重な対応が求められる。 

 

（５） 調達先国 

要請品目を尿素、DAP の肥料 2 品目と想定すれば、本調査におけるカマウ省人民委員

会（PCC）を初めとする「ベ」側関係機関並びにハノイ、ホーチミン市の肥料製造・販売

業者との協議結果をふまえ、DAC 諸国 22 か国に、現地で流通が確認された中国、韓国、

トルコ、ロシア、ウクライナの 5 か国を加えた 27 か国が調達先国として妥当であると思

われる。 

 

                                                  
20 「べ」国ではイネの二期作、三期作が行われているが、本表では肥料の年初の肥料の必要時期を明示す

るため、一期作の播種をベースに作付暦を作成した。二期作、三期作は一期作の収穫後、本表の収穫期間

内に行われる。 

（出所：調査団によるヒアリング）

カマウ省が所在する「べ」国南部の稲作は 12 月から 2 月にかけて播種が行われるが、そ

れに先立つ 1 か月前の 11 月から 1 月に圃場の耕起が行われ、その後、尿素、DAP が元肥と

して使用される。したがって、カマウ省を対象とした場合の、尿素、DAP の調達時期は 10
月が妥当であると判断する。

また、対象地域が最終的に「べ」国全土となった場合も、各地域の稲作における施肥が北

部 1 月～ 3 月、中部 12 月～ 2 月、南部 11 月～ 1 月となっていることから、稲作が最も早く

行われる南部を基準に調達時期を検討し、その後必要に応じて地域毎の調達時期を設定する

べきと思われる。

なお、ハノイ、ハイフォン各港湾局の説明によれば、肥料の需要が高まる時期は各港がか

なり混雑し通関・荷役手続が滞ることもあるとのことであるため、調達時期の若干の前倒し

が必要と思われるが、必要以上の前倒しを行うと今度は雨季と重なり、降雨により荷揚げし

た肥料が固結するリスクが発生するため、肥料の調達時期の最終設定にあたっては慎重な対

応が求められる。

（５）調達先国

要請品目を尿素、DAP の肥料 2 品目と想定すれば、本調査におけるカマウ省 PCC を初め

とする「ベ」側関係機関並びにハノイ、ホーチミン市の肥料製造・販売業者との協議結果を

ふまえ、DAC 諸国 22 か国に、現地で流通が確認された中国、韓国、トルコ、ロシア、ウク

ライナの 5 か国を加えた 27 か国が調達先国として妥当であると思われる。

４－４　実施体制及びその妥当性

20
　「べ」国ではイネの二期作、三期作が行われているが、本表では肥料の年初の肥料の必要時期を明示するため、一期作の播種を
ベースに作付暦を作成した。二期作、三期作は一期作の収穫後、本表の収穫期間内に行われる。
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（１）配布・販売方法・活用計画

本援助の実施機関及び要請品目が「べ」国の正式な要請書の提出を待って改めて検証され

るため、その後、要請品目の配布・販売方法・活用計画の確認を行なう。

ただし、前述のとおり本援助の実施機関がカマウ省 DARD となるか他の機関となるかに

関わらず、ノン・プロジェクト無償資金協力で肥料を調達した経験のある MPI や農業政策

統括機関である MARD の支援協力が不可欠であり、MPI や MARD の支援協力を前提とした

2KR 肥料の配布・販売体制、活用計画が求められる。

（２）技術支援の必要性

本援助では、ソフトコンポーネントとして指導や講習などの役務も調達することが可能で

あるが、技術支援の必要性については「べ」国の正式な要請書の提出を待って改めて確認さ

れる。

ただし、最終的な要請品目が、本調査で「べ」国側と確認したとおり尿素、DAP の肥料 2
品目となった場合は、これらは広く「べ」国内で一般的に使用されている肥料であり、使用

方法等については農業改良普及員による指導も行われているため、本肥料の使用方法に関す

る技術支援の必要はないと思われる。

（３）他ドナー・技術協力等との連携を通じたより効果的な貧困農民支援の可能性

カマウ省 PPC から提出されたアドバンスの要請書によれば、本援助の見返り資金を、同

省での実施が近々に企図されている「ウ・ミンハ地区コミュニティ開発支援計画」において、

農民を対象とした短期的な所得向上を目的としたマイクロクレジットや林地造成のための貸

付金の原資として、優先的に使用したいとのことであった。

「ウ・ミンハ地区コミュニティ開発支援計画」は、カマウ省西部の最貧困地域であるウ・

ミンハ地域農民の所得向上と基礎的生活水準の確保のためのインフラ整備を目的に、カマウ

省 PPC を責任機関、同省関係各部局からなる Project Management Unit（PMU）を実施機関とし、

植林のための林地造成工事と建設機械の調達、水路の浚渫と拡幅、森林火災監視施設の建設

と森林火災防止機材の調達、郡病院の補修、保健センターの増改築、医療器材の調達、道路

の建設、小学校の建設・補修、小学校のトイレ・井戸の整備を、我が国の無償資金協力にて

実施するものである。

このうち、農民の所得向上の一環として、同地区の 5 つの森林公社が所有する 463ha を対

象として植林のための林地造成のモデル施工を行い、現地特産のメラルーカ材の加工木材や

建設資材としての安定確保が企図されている。森林公社を対象とした林地造成のモデル施工

と連動した農民による林地改良が普及すれば、本コンポーネントの農民の所得向上における

インパクトを確実に押さえることができるため、農民が自ら林地造成を行う財源を提供する

融資制度が強く求められている。

前述のとおり、「べ」国の正式な要請書がまだ提出されていないため、実施機関や対象品目、

その販売・配布体制も今のところ全く不明であるが、ノンプロジェクト無償資金協力におい

て MPI が対応したように、肥料あるいは農機の販売代金を確実に回収できれば、本援助の

見返り資金は本融資制度の財源として有望である。

また、カマウ省の社会政策銀行（Social Policy Bank）は同省の女性連合（Women’s Union）



－ 30 －

と連携し 21、貧困農民を対象とした小規模融資を実施している。本融資は 1 件あたり

VND1,500,000 ～ 3,000,000（約 10,000 円～ 20,000 円）の資金を無担保で融資する。ソフトロー

ンで最大 1 年、中期ローンで 1 年から 5 年の貸付期間が設定されており、例えば農業なら 1 年、

エビの養殖なら 3 年といった目安である。金利は月 0.65% だが、商業銀行の月 1.25% の利率

の約半額であり、貸付期限を越えると月 0.845% に利率が上昇するものの、社会政策銀行の

貸付金利は国の法律で定められているためこれ以上の高利設定は不可となっている。貸付金

の支払いは月 2 回。98% の資金回収率を誇っている。

本調査にて本援助の見返り資金を財源とする貧困農民向けの林地造成のための融資の可否

について双方に確認したところ、法的には全く問題なく対応可との回答が得られたため、社

会政策銀行、女性連合両者とも本融資制度の受け皿として有望である。

以上をふまえ、図 4-2 に本援助の見返り資金を活用した貧困農民の林地造成のための融資

体制（案）を示す。農民自身による林地改良が森林公社を対象とした林地造成のモデル施工

と連動すれば、農民の所得向上を面的に拡充できるものと思料する。
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図４－２ 本援助の見返り資金を活用した貧困農民の林地造成のための融資体制（案） 

（出所：「ウ・ミンハ地区コミュニティ開発支援無償」現地調査報告書） 

 

 なお、想定される林地造成のための貸付金額は VND 12,000,000（約 80,000 円）となっ

ている一方、ウ・ミンハ地区の一般的な農民の年収は VND 10,000,000（約 67,000 円）と

されているため、貧困農民にとって林地造成のための貸付金額はかなり高額となるところ、

第一義的に農民の家計負担を考慮し貸付前の信用調査はより慎重に行う必要があると思

われる。 
 

（４） 見返り資金の管理体制 

「べ」国においては本案件が初めての実施となるため積立済の見返り資金はない。見返

り資金の積み立て・管理体制の確認は「べ」側の正式な要請書の提出を待つこととなるが、

その積立て・管理にあたってはノン・プロジェクト無償資金協力の手続きに習熟した MPI

の支援の下、見返り資金の積立てを行った財務省（MOF）の協力が不可欠と考える。 

図４－２　本援助の見返り資金を活用した貧困農民の林地造成のための融資体制（案）

（出所：「ウ・ミンハ地区コミュニティ開発支援無償」現地調査報告書）

21
　社会政策銀行、女性組合とも全国組織で各省に支店・支部を設置している。女性連合は社会政策銀行による貧困農民への小規

模融資において貧困農民の信用審査や資金回収の側面支援を担っている。
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なお、想定される林地造成のための貸付金額は VND 12,000,000（約 80,000 円）となってい

る一方、ウ・ミンハ地区の一般的な農民の年収は VND 10,000,000（約 67,000 円）とされてい

るため、貧困農民にとって林地造成のための貸付金額はかなり高額となるところ、第一義的

に農民の家計負担を考慮し貸付前の信用調査はより慎重に行う必要があると思われる。

（４）見返り資金の管理体制

「べ」国においては本案件が初めての実施となるため積立済の見返り資金はない。見返り

資金の積み立て・管理体制の確認は「べ」側の正式な要請書の提出を待つこととなるが、そ

の積立て・管理にあたってはノン・プロジェクト無償資金協力の手続きに習熟した MPI の
支援の下、見返り資金の積立てを行った財務省（MOF）の協力が不可欠と考える。

（５）モニタリング・評価体制

本援助のモニタリング・評価体制については、「べ」国からの正式な要請書の提出を待っ

て改めて確認される。なお、本援助の実施機関がカマウ省人民委員会となるか他の機関とな

るかに関わらず、MPI 並びに MARD の支援協力が不可欠であると考える。

（６）広　報

本援助の実施における広報の重要性につき、MPI、MARD、MOF、カマウ省 PPC、同 DARD
等の「べ」国関係機関に説明し、一定の理解を得た。ただし、「べ」国からの正式な要請書の

提出後、実施機関及び関係機関に改めて理解と協力を要請する必要がある。

（７）その他（新供与条件等について）

１）新供与条件

新供与条件については以下のとおり確認した。ただし、「ベ」国からの正式な要請書提後、

本条件の受入確認を改めて行う必要がある。

①　見返り資金の外部監査

見返り資金の外部監査につき、前述の「べ」国関係機関に説明し、一定の理解を得た。

②　見返り資金のコミュニティ開発支援無償への優先使用

カマウ省 PPC のアドバンスの要請書にて提案のあった見返り資金の「ウ・ミンハ

地区コミュニティ開発支援計画」における農民を対象とした短期的な所得向上を目的

としたマイクロクレジットや林地造成のための貸付金の原資としての優先使用につ

き、「べ」国関係機関に説明し一定の理解を得た。

③　ステークホルダーの参加機会の確保

ステークホルダーの参加機会の確保につき、「べ」国関係機関に説明し理解を得た。

④　半年に一度の連絡協議会の開催

半年に一度の連絡協議会につき、「べ」国関係機関に説明し理解を得た。

２）調達代理方式

貧困農民支援に係る調達ガイドラインに基づき、調達代理方式につき、「べ」国関係機

関に説明し理解を得た。ただし、「べ」国からの正式な要請書提出後、本条件の受入確認

を改めて行う必要がある。
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第５章　結論と課題

５－１　結　論　

本調査においては、カマウ省人民委員会（PPC）から提出されたアドバンスの要請書に基づき、

「べ」国機関である計画・投資省（MPI）、農業・農村開発省（MARD）、財務省（MOF）、カマウ

省 PPC、同農業・農村開発局（DARD）等、本援助実施にかかる今後の方向性につき協議した。

本援助の実施機関がカマウ省 DARD となるか他の機関となるかに関わらず、ノン・プロジェ

クト無償資金協力で肥料を調達した経験のある MPI や農業政策統括機関である MARD の支援協

力が不可欠であり、MPI や MARD の支援協力を前提とした 2KR 肥料の配布・販売体制、活用計

画が求められる。

カマウ省 PPC のアドバンスの要請書によれば、本援助にかかる要請内容は表 5-1 のとおりであ

るが、実施機関、要請品目、対象作物、対象地域、ターゲット・グループとも「べ」国からの要

請書の提出をもって改めて確認される。

表５－１　カマウ省 PPC 要請内容
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第５章 結論と課題 

５－１ 結 論  

本調査においては、カマウ省人民委員会（PPC）から提出されたアドバンスの要請書

に基づき、「べ」国機関である計画・投資省（MPI）、農業・農村開発省（MARD）、財務

省（MOF）、カマウ省 PPC、同農業・農村開発局（DARD）等、本援助実施にかかる今

後の方向性につき協議した。 

本援助の実施機関がカマウ省 DARD となるか他の機関となるかに関わらず、ノン・プ

ロジェクト無償資金協力で肥料を調達した経験のある MPI や農業政策統括機関である

MARD の支援協力が不可欠であり、MPI や MARD の支援協力を前提とした 2KR 肥料の

配布・販売体制、活用計画が求められる。 

カマウ省 PPC のアドバンスの要請書によれば、本援助にかかる要請内容は表 5-1 のと

おりであるが、実施機関、要請品目、対象作物、対象地域、ターゲット・グループとも

「べ」国からの要請書の提出をもって改めて確認される。 
 

表５－１ カマウ省 PPC 要請内容 

No. 項目 内容

1 実施機関 カマウ省農業・農村開発局（DARD）

2 要請品目 尿素、DAP、NPK 計 4,800 MT
3 対象作物 イネ

4 対象地域 カマウ省

5 ターゲット・グループ 同省の貧困農民  
（出所：カマウ省 PPC から提出されたアドバンス要請書） 

 

対象作物がイネとなっている一方、「べ」国は年間約 4,000 万 MT のコメを生産し、う

ち約 500 万トンを海外に輸出しており、現在、タイに次ぐ、世界第 2 位のコメ輸出国と

なっている。しかしながら、既述のとおり、イネが「ベ」国において最も消費量が多く

一般的な主食であることや、イネの単収は各省においてバラつきがあり、全国平均を下

回る省も多く存在するため、最終的な対象地域の絞込み結果にもよるが、貧困農民支援

において農業資機材の投入により効率的な食糧増産を図り国家レベルの食糧安全保障

を目指す「持続的食糧生産アプローチ」の観点から、本援助の実施は妥当であると思わ

れる。 

また、同じく対象地域の絞込み結果次第であるが、カマウ省を含むメコン河デルタ、

北東部、北西部、北部中央沿岸、中部高地地域では総貧困率が全国平均を上回り、貧困

層の 82%が農業従事者とされていることや、本援助の見返り資金が「ウ・ミンハ地区コ

ミュニティ開発支援無償」の貧困農民の所得向上や林地造成の貸付金としての優先使用

 

（出所：カマウ省 PPC から提出されたアドバンス要請書）

対象作物がイネとなっている一方、「べ」国は年間約 4,000 万 MT のコメを生産し、うち約 500
万トンを海外に輸出しており、現在、タイに次ぐ、世界第 2 位のコメ輸出国となっている。しか

しながら、既述のとおり、イネが「ベ」国において最も消費量が多く一般的な主食であることや、

イネの単収は各省においてバラつきがあり、全国平均を下回る省も多く存在するため、最終的な

対象地域の絞込み結果にもよるが、貧困農民支援において農業資機材の投入により効率的な食糧

増産を図り国家レベルの食糧安全保障を目指す「持続的食糧生産アプローチ」の観点から、本援

助の実施は妥当であると思われる。

また、同じく対象地域の絞込み結果次第であるが、カマウ省を含むメコン河デルタ、北東部、

北西部、北部中央沿岸、中部高地地域では総貧困率が全国平均を上回り、貧困層の 82% が農業

従事者とされていることや、本援助の見返り資金が「ウ・ミンハ地区コミュニティ開発支援無

償」の貧困農民の所得向上や林地造成の貸付金としての優先使用が企図されていることから、貧

困農民支援において人間の安全保障の視点から貧困農民の自立支援を図る「貧困農民自立支援ア

プローチ」の観点からも、本援助の実施は妥当であると思われる。

なお、要請品目のうち NPK については本調査の結果 100% 国内生産であることが判明したため、

2KR は外貨支援の一環としての位置づけがあり受益国内での肥料調達（第二国調達）が原則認

められておらず、仮に「べ」国以外から NPK を調達した場合、品質や価格の面から国内市場に

DARD
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混乱を来たす可能性があることから、本品目については「べ」国関係機関との協議に基づき調達

を見送る方向とした。

５－２　課題 / 提言

（１）対象地域・対象作物

対象地域については、総貧困率が全国平均と同一のカマウ省を含むメコン河デルタ地域と

ともに、総貧困率、食糧貧困率とも全国平均を下回る北東部、北西部、北部中央沿岸、中部

高地地域も「べ」国正式要請における最終候補地域として検討されるべきである。

また、対象作物についても、「ベ」国において最も消費量が多く一般的な主食でありなが

ら各省において単収にバラつきがあるイネを、貧困農民支援における「持続的食糧生産アプ

ローチ」の観点から妥当と判断したが、既述のとおり、対象地域の絞込みによっては、イネ

とともにメイズ等他の対象作物も「ベ」国正式要請において改めて検討されるべきと思料す

る。

加えて、肥料の流通を原則市場に委ねるとする「べ」国の方針をふまえ、最終的な対象地

域の絞込みにあたっては、ハノイ、ダナン、ホーチミン経済圏との繋がりも併せて重視され

るべきと判断する。

（２）肥料の販売・配布方法

「べ」国の肥料の流通を市場に委ねるとする原則をふまえ、2KR 肥料は原則、実施機関に

より一般競争入札に付され民間業者に販売されることになると思われる。

しかし、現金収入が乏しい貧困農民が肥料を入手することは困難とも考えられるため、市

場流通と並行しつつ、貧困農民のような特定のターゲット・グループに対する政府機関によ

る優先的な配布や価格統制等を行う可能性を「べ」国側に再確認する必要があると思われる。

（３）見返り資金の「ウ・ミンハ地区コミュニティ開発支援無償」への優先使用

本援助の見返り資金の「ウ・ミンハ地区コミュニティ開発支援無償」への優先使用につき、

「べ」国関係機関に説明し、一定の理解を得たが、MPI としては、中央政府機関が実施機関

となる場合、地方政府への予算配分のバランスを考慮しなければならず、カマウ省のみが見

返り資金による追加的な事業予算配分を受けることについては政府内での説明が困難であ

り、他の地方政府への見返り資金使用も含め、検討したいとの立場であったところ、今後の

「べ」国内の調整状況を見守る必要がある。
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添付資料４ ヒアリング結果 

 

（１） 農業・農村開発省（MARD） 

カマウ省人民委員会（PPC）が実施機関となる場合は、同 PPC は肥料の入札業務にこれま

で携わったことがないため、MARD もしくは計画・投資省（MPI）が調整機関として側面支

援を行う。また、カマウ省の肥料市場の規模や実施体制の脆弱性から同 PPC が実施機関とな

り得ないなら、MARD が実施機関となり食糧公社もしくは肥料公社等を通じて肥料を販売す

ることも可能。 

カマウ省農村・農業開発局（DARD）から MARD に要請書の提出があれば、MPI 並びに関

係各省と調整の上、MPI 経由で在ハノイ日本国大使館に提出したい。 

 

（２） 計画・投資省（MPI） 

カマウ省での 2KR の肥料販売が困難であるなら MARD か MPI が実施機関となることは可

能である。 

ただし、「ウ・ミンハ地区コミュニティ開発支援無償」の林地造成のため、見返り資金の使

途をカマウ省に限定する方針については、関係機関での調整が必要。過去に実施したノンプ

ロジェクト無償資金協力の見返り資金の使用にあたっては、関係省に予算交付を行った訳で

はなくプロジェクトの実施でこれに代えており、林地造成のためのマイクロクレジットの原

資となると予算交付と同じ扱いとなるため、関係省との調整が難しい。例えば、カマウ省だ

けを特別扱いすると近隣の省が納得しないため、カマウ省の予算を見返り資金分だけ削減す

る等の措置を講じる必要があると思われるが、カマウ省は本措置を受入れ難いだろう。 

いずれにせよ、関係機関で直ちに協議を開始し、内部調整が終了した段階で首相府から在

ハノイ日本国大使館に要請書を提出したい。なお、「べ」国側で調整するべき点は多いが、MPI

としては今般の 2KR の実施は必要と考えており、日本側の配慮と決断に深謝申し上げる。ま

た、もし可能であれば、貧困率の高い北部や他の地域を対象として引き続き 2KR を実施して

ほしい。 

 

（３） 財務省 

実施機関がどこであれ、2KR がノンプロジェクト無償と同一のスキームであるなら、肥料

の販売代金は第一義的に国庫で積み立てることになる。見返り資金プロジェクトの実施にあ

たっては、国庫の地方分局に見返り資金を送金し資金管理を行うが、必要があれば特定の銀

行を指名し、口座を開設の上、資金管理を行うこともできる。なお、本手続に要する日数は

数日である。また、本援助の実施にあたっての二国間の銀行取極（B/A）の締結には概ね 1 週

間を要する。 

 

（４） カマウ省人民委員会（PPC） 

本調査の実施にあたり、要請書を提出せずに調査団の派遣のみを要請した理由は、調査団

とともに要請書内容を詰めたかったため。カマウ省 PPC が 2KR の実施機関となることは法的

に問題がないが、これまで肥料の販売に直接関わったことはないため、中央省庁からの支援
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協力をお願いしたい。 

 

（５） カマウ省農業・農村開発局（DARD） 

カマウ省のコメの作付面積は 79,600 ha だが、一部農家が行っている二期作を考慮に入れる

と実質的な作付面積は 114,800 ha となり、右作付面積に対し尿素、DAP、NPK をそれぞれ元

肥として 80kg､60kg､60kg ずつ使用するため、年間の必要数量は尿素が 9,184 MT、DAP が 6,888 

MT、NPK が 6,888 MT、合計 22,960 MT となる。 

カマウ省には農村部の貧困ライン月収 VND 200,000（約 1,300 円）以下の世帯が 43,704 世帯

おり、これは全 224,000 世帯の約 19.5%を占めている。メコン河デルタのコメの単収平均 8.0 

MT/ha に対しカマウ省は 3.6 MT/ha であるが、これは酸性土壌や施肥不足がハンディキャップ

となっているためである。 

 

（６） 農民（カマウ省） 

① Ms. THING Thi Hai, Village 3, Ton Loc Bao Commune 

家族：8 人（姉家族を中心に一族が集まって暮らしている） 

農業従事者数：2 名（姉、本人） 

収入：不明 

家畜：なし 

作物：イネ、果樹（畦道等にて） 

農地：1ha（米） 

コメ収量：2 ha/MT（前シーズン） 

肥料： 尿素 100kg/ha、VND 28,000（約 187 円）/50kg 袋 

 DAP 100kg/ha、VND 45,000（約 300 円）/50kg 袋 

 NPK 200kg/ha、VND 37,000（約 247 円）/50kg 袋 

農薬：まれに使う。 

農機：小型揚水ポンプ（魚畜養池用と推定） 

農業指導等：農業開発普及員による肥料の使い方の指導がある。 

組合：農業組合等の組織はない。 

ローン：農業銀行がある。 

 

女性 2 名で農業を行っている。農機および家畜は持たないため、全て手作業。イネは直播

を行っている。作付けは年に 2 回行っている。また、農地の空きスペースを利用した果樹栽

培、用水路および溜池での魚の粗放養殖も行っている。 

前回のシーズンは雨が多かったためにイネが水に浸かったこと、肥料の効果が十分に得ら

れなかったことより、収量が少なかったとの由。 

肥料は近隣の商店で購入しており、値段が安ければ、DRAD の指導どおりの数量を購入し

たいとのこと。 
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② Mr. HO Van Long, Village 3, Ton Loc Bao Commune 

家族：3 人  

農業従事者数：1 名（本人） 

収入：不明 

家畜：なし 

作物：イネ、果樹（畦道等にて） 

農地：1.5 ha（米） 

コメ収量：2ha/MT（前シーズン） 

肥料： 尿素  200kg/ha 

 DAP 150kg/ha 

農薬：まれに使う。 

農機：小型揚水ポンプ 5HP（灌漑用） 

農業指導等：農業開発普及員による肥料の使い方の指導がある。 

組合：農業組合等の組織はない。 

ローン：農業銀行がある。 

 

 肥料はカマウ市内で購入している。価格が安ければもっと購入したい。また、よい種を購

入したい。肥料の使い方等については、農業開発普及員から技術指導を受けている。 

 米は、自家消費であまれば市場に売る（直近の価格は VND 2,500（約 17 円）/kg 程度）。雨

期の水量調整を確実にするためにも、行政には灌漑施設の維持管理と整備をしっかりと行っ

て欲しい。肥料も重要だが、政府の灌漑施設からの引水する用水路の整備は個人負担である

ため、用水路整備の浚渫機材が必要である。 

 

③ Ms. BOIK Hac Aaung, Village 10, Nyuguen Phich Commune 

家族：6 人 

農業従事者数：2 名（本人、妻） 

収入：VND 10,000,000（約 67,000 円）/年 

家畜：なし 

作物：イネ、植林（アカシア）、果樹 

農地：2 ha（イネ）、5ha（植林、果樹） 

米収量：3 MT/ha（前シーズン） 

肥料： 尿素 50kg/ha 

 DAP 50kg/ha 

農薬：少し使う 

農機：不明 

農業指導等：農業開発普及員による肥料の使い方の指導がある。 

組合：Cooperative No. 21（50 農家）に加盟。主に植林。 

ローン：農業銀行から、植林にかかる経費を借りている。 
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 組合活動としては、主に植林に係る技術指導と情報共有を行っている。米作は組合活動に

含まれてない。肥料が大切なのはわかっているが、値段が高いために十分な量を買うことが

できない。肥料は近隣の小売店で買っている。また、灌漑設備が悪いために雨期に水量を調

節できずに水害に遭いイネに被害がでるため、用水路を整備する浚渫機材が欲しい。 

 

（７） FAO（国際機関） 

「ベ」国では現在、いくつかの技術協力プロジェクト（TCP）も行っているが、最近は鳥イ

ンフルエンザ対策を特に重点的に行っており、今後もこの傾向が続くものと思われる。 

貧困削減とプロジェクト成果の関連性及びその評価方法につき照会があった本年実施中の

水産分野 TCP の「WTO アセスに対するポジティブ評価向上並びに沿岸地域における貧困削減

にかかるキャパシティービルディング（Capacity building to enhance positive impacts of WTO 

accession on the fisheries sector and alleviate coastal poverty）」については、輸出振興を目的とし

たキャパシティービルディングであり、貧困削減を目的としたものではないため、期待に沿

うような回答はできない 

過去に中部及びメコン河デルタの洪水被災地域への種モミ及び肥料（尿素）の無償供与を

行った。選定した契約業者に種モミと肥料を各省の省庁所在地まで運ばせると同時に各コミ

ューンにトラックを手配させておき、リレー輸送で一気に被災地まで輸送した。倉庫は一切

使用しなかった。被災農家は各省及び各県の PPC 並びに DARD の協力を得て１つ１つ FAO

自ら選定した。種モミと肥料はベトナム国内で調達を行った。 

FAO の場合、各省に輸送した肥料は 1 省あたり 500 MT であったため、リレー輸送が可能だ

ったが、2KR で調達が予定されている肥料が仮に約 10,000 MT とすると、対象地域の範囲に

もよるが、倉庫の活用なくして貧困農民への配布は困難ではないか。したがって、2KR のロ

ジスティックスには相当の配慮が必要と思う。また、貧困農家の特定をどのように進めてい

くのかがもう１つの課題となるだろう。 

尿素はコメ栽培に不可欠な肥料だが、ロシア産のプリル体が農民から高評価を得ている。

価格に対し高品質であるというのがその理由のようだが、例えば中国産のものに比べれば高

いことには変りなく、品質よりも数量を優先する場合は、現地で流通している中国を含む他

国の肥料調達を念頭におくとよい。 

 

（８） ACTION AID（NGO） 

主な関係ドナーは OXFUND である。その他、地域やプロジェクトによって、色々な NGO

やドナーと情報交換や協力関係がある。 

南部地域事務所の主な活動地域はメコン河デルタで、対象は貧困農民（十分な農地を持た

ない農民）である。主な活動は、教育、基本的な人権の確立（特に女性の生涯を通じての生

活基盤の確保）、貧困農家の農業外収入支援である。また、オーガニック農業の導入も考えて

いるので、他の組織からの協力を得て、オーガニック農業についてのノウハウや知見を吸収

したいと考えている。 

カマウ省では、農業に適さない土地であること、もともと漁業が盛んであることから、小

規模な漁業、養殖の支援が重要と考える。メコン河デルタでは、貧困農民とは、土地すら満
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② Mr. HO Van Long, Village 3, Ton Loc Bao Commune 

家族：3 人  

農業従事者数：1 名（本人） 

収入：不明 

家畜：なし 

作物：イネ、果樹（畦道等にて） 

農地：1.5 ha（米） 

コメ収量：2ha/MT（前シーズン） 

肥料： 尿素  200kg/ha 

 DAP 150kg/ha 

農薬：まれに使う。 

農機：小型揚水ポンプ 5HP（灌漑用） 

農業指導等：農業開発普及員による肥料の使い方の指導がある。 

組合：農業組合等の組織はない。 

ローン：農業銀行がある。 

 

 肥料はカマウ市内で購入している。価格が安ければもっと購入したい。また、よい種を購

入したい。肥料の使い方等については、農業開発普及員から技術指導を受けている。 

 米は、自家消費であまれば市場に売る（直近の価格は VND 2,500（約 17 円）/kg 程度）。雨

期の水量調整を確実にするためにも、行政には灌漑施設の維持管理と整備をしっかりと行っ

て欲しい。肥料も重要だが、政府の灌漑施設からの引水する用水路の整備は個人負担である

ため、用水路整備の浚渫機材が必要である。 

 

③ Ms. BOIK Hac Aaung, Village 10, Nyuguen Phich Commune 

家族：6 人 

農業従事者数：2 名（本人、妻） 

収入：VND 10,000,000（約 67,000 円）/年 

家畜：なし 

作物：イネ、植林（アカシア）、果樹 

農地：2 ha（イネ）、5ha（植林、果樹） 

米収量：3 MT/ha（前シーズン） 

肥料： 尿素 50kg/ha 

 DAP 50kg/ha 

農薬：少し使う 

農機：不明 

農業指導等：農業開発普及員による肥料の使い方の指導がある。 

組合：Cooperative No. 21（50 農家）に加盟。主に植林。 

ローン：農業銀行から、植林にかかる経費を借りている。 
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足に持てず、飢餓状態にさらされている地域が存在する。肥料の効果については承知してい

るが、農業以外の仕事を創出し、現金収入を確保しなければ、肥料も買えない。2KR の肥料

がカマウ省に届いたとしても、本当の貧困農民には、肥料を買うための現金はないのではな

いか。 

このような状況より、メコン河デルタ地域では、世界銀行（World Bank）などは農業ではな

く、漁業を中心とした沿岸農村開発プロジェクトを行なっている。 

 

（９） 肥料業者 

① HA ANH EXPORT IMPORT JOINT-STOCK COMPANY（ハノイ肥料製造・輸入業者） 

尿素、DAP、MOP 等の輸入販売及び NPK の国内生産を行っている。年間の輸入量は尿素 約

350,000 MT、DAP 約 50,000 MT、MOP 170,000 MT。尿素の輸入価格は USD 310（約 34,100 円）

/MT、DAP は USD 550（約 60,500 円）/MT。輸入先は品目にもよるがロシア、日本、韓国、

中国等が多い。NPK は 16-16-8、10-25-10、10-10-5、12-5-10、5-10-3 等を製造している。全て

の肥料は主としてイネ栽培に利用されているが、トウモロコシや野菜栽培にも使用されてい

る。 

2002 年のノン・プロジェクト無償実施時には他の肥料ディーラー2 社とともに MPI から指

名を受け硫安 8,000 MT を購入した。入札は行われなかった。選定基準は以下のとおりと理解

している。 

a) 肥料の輸入総量 

b) 国営企業 

c) 健全な財務状況 

d) 販売網の大きさ 

e) 関税や消費税との未払いがないこと 

2003 年に完全に民営化されたため国営企業のステイタスを失った。2KR が実施されてもす

でに民間企業であるため肥料の販売には従事できない。なお、2003 年にほとんどの国営肥料

メーカー・輸入業者が民営化されたが、現在も存続している国営企業もあり、2KR 肥料の販

売先はこうした国営企業となるだろう。政府からの販売補助金（販売価格の 5%から 10%）を

享受できるのは国営企業のみである。 

肥料の販売状況に基づくコメの作付暦は概ね以下のとおりと考える。二期作、三期作の場

合は多少のズレがある。 

北部：播種 2 月～4 月、収穫：6 月～9 月 

南部：播種 12 月～2 月、収穫：3 月～8 月 

 

② MIEN NAM FERTILIZER COMPANY（ホーチミン市肥料製造・輸入業者） 

現在、来年度からの完全民営化に移行作業を進めている段階である。現在の従業員は 1,200

人。前年の売り上げは約 USD 200,000,000（約 220 億円）。生産品目は NPK 各種で、年間 700,000 

MT 生産（7 工場所有）している。そのうち、50,000 MT は、カンボジア、マレーシア、ミャ

ンマーに輸出しており、これからは輸出も拡大していきたい。特にカンボジア、ミャンマー

はこれからの大きく発展する市場として期待している。直接取引のある販売代理店は 400 社、
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二次的な取引相手や小売業者を含めると、約 3,000 社となる。また、日本の日商岩井（現、双

日）、三井物産と協力関係にある。 

カマウ省への販売については、需要は非常に少なく、主な産業は漁業が中心なので重要視

していない。特に土壌と水に問題があるため、農業には不利な地域である。 

尿素、DAP は主にハイフォンなどの半官半民（資本の 70%近くが官）の企業が輸入販売を

行っている。尿素については、国際価格の上昇、企業保護の観点から、「ベ」国政府の補助に

より、市場への販売価格は国際価格の 5％から 10％程度値引きして販売されていると聞いて

いる。 

本件が実施された時の入札への参加については、現時点では回答できない。入札条件や諸

所の状況、「ベ」国政府の意向なども勘案して、総合的に判断する必要があると考える。 

 

③ HUNG PHU（ホーチミン市肥料卸売業者） 

ホーチミン市に 10 軒程ある卸売業者。2006 年の販売実績は尿素 約 93,000 MT、DAP 約

90,000 MT、NPK 約 3,000 MT、硫安 約 16,000 MT、カリ 約 7,800 MT、LAN 約 2,700 MT の

計 212,500MT。 

カマウ省 10 社、メコン河デルタ東南部 20 社、「ベ」国全土 100 社以上の仲卸業者に肥料を

販売している。 

尿素、DAP は中国製もしくは韓国製、NPK はベトナム産。現在の尿素の卸売価格は約 VND 

200,000（約 1,300 円）/袋、DAP、NPK は約 VND 320,000（約 2,100 円）/袋。22 

倉庫はオフィス横に 5,000 MT、サイゴン港の南側に 8,000 MT の 2 棟。必要に応じて倉庫会

社から 2,000 MT × 5 か所の倉庫を借りる。最大保管量は 23,000 MT で年間取引量の約 10 分の

1 に相当する。 

肥料の買取先は国営企業である肥料会社。自分で海外から直接肥料を輸入することもでき

るが現在は人材不足等で対応できないため見送っている。 

 

④ TRONG TIN 及び NGUYEN VAN TRAU（カマウ肥料卸売業者） 

2 社の年間の販売量は尿素 18,000 MT（9,000 MT × 2）、DAP 12,000 MT（7,000 MT ＋5,000 

MT）、NPK 20,000 MT（10,000 MT × 2）、合計 50,000 MT。また、2 社の倉庫は合計 3,200 MT

（1,700 MT＋1,500 MT）の保管能力がある。これら 2 社は市場の 80%を占めている。23 

尿素、DAP は全て中国製だが、トルコ製のものも流通している。NPK は全てベトナム製。

肥料の販売価格は尿素、DAP、NPK が VND 350,000～500,000/袋（約 2,300 円から 3,300 円）。

肥料の需要は 4 月から 5 月及び 9 月から 11 月が高い。肥料はコメやパイナップル、野菜等に

利用されている。 

カマウ以遠の卸売業者への輸送ボートを利用する。1 回の輸送で 20～30 MT の運搬が可能。

ボート輸送には保険をかけている（0.22～0.3%）。ホーチミン市からカマウへの輸送コストは

3～10%。肥料の価格はここ 2 年で 1.5 倍に値上がりした。 

                                                      
22 カマウ省の尿素販売価格が VND 350,000（約 2,300 円）/袋、DAP、NPK は約 VND 500,000（約 3,300 円）/袋だ

ったため、輸送費は概ね VND150,000（約 1,000 円）と推定される。小売価格の半分近くを輸送費が占めている。 
23 したがって、カマウ省の年間の肥料販売量は約 62,500 MT、倉庫保管能力は約 4,000 MT と推定される。 
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卸売業者への肥料の販売は現金払いを原則とするが、一部売掛金払いも認めている。その

場合は前払いを 30%とし、残り 70%を追って一括払いとする。 

また、銀行からの借入れも行っており、事業費の 30%は銀行からの融資でまかなっている。

利率は年 12%である。 

 

（10） 港湾局 

① ハイフォン港湾局 

ハイフォン港のコンテナヤードは日本の政府開発援助（ODA）により整備された。その後、

貨物取扱量が 4 倍になり港湾収入が増え、港湾局の財政基盤整備に大きく貢献した。年間の

総貨物取扱量は 1,300 万 MT だが、その 50%はコンテナであり、JICA と日本政府にはとても

感謝している。現在も進行中のプロジェクトがあり自分はその責任者で、先般も契約業者の

招きで日本に行ってきたばかり。オフィスにはコンサルタントのスタッフが常駐している。 

2007 年の肥料の輸入総量（見込み）は約 30 万 MT。肥料はバルク、袋詰、コンテナ等の様々

な方法で輸入されているが、ハイフォン港はどのような輸入方法であっても柔軟に対応でき

る。例えば、中国から台湾へは直接肥料を輸出できないため、中国から袋詰で輸出された肥

料をハイフォン港で別の袋に詰め替えて台湾に再輸出している。 

ハイフォン港湾局には荷役業者部（Department of Shipping Agent）という部局があり、ハイ

フォン港の荷役・通関業務を行う荷役業者（Shipping Agent）や輸入業者と密接な連絡体制を

敷いている。港湾内の荷役・通関作業なら同局の登録業者が使い勝手がよいだろう。 

ハイフォン港から内陸の輸送はハノイを含む北部地域は、トラック、ハイフォン以南の南

部地域は船舶（国内）もしくはトラックである。約 10,000 MT の肥料なら本船 1 隻で十分で

あり、中国の肥料を「ベ」国全域に肥料を配布する場合は、ハイフォンからダナン、サイゴ

ンと各港で停泊の上、所定の数量を荷卸すればよい。また、原産国の関係でサイゴン港に最

初に入国しても、逆航路で各港に停泊すればよい。 

港には 11 のバース（berth）がある。各バースの長さは 150 m であり、DWT 24 10,000 MT

の本船なら楽に接岸できる。水深は 5.5 m だが、河川港のため干潮時には 1.7 m になるところ、

本船入港時には干満表（Tide Table）を確認しながら、本船の船長が荷役業者と細かい連絡を

とり、本船の動きをコントロールする必要がある。 

コンテナヤードの無料保管期間は 5 日で、6 日目から料金が発生する。細かい料金は価格表

が手元にないのでよくわからない。袋詰の場合は保税倉庫がいつもいっぱいのことが多いた

め、無料保管期間は設定していない。 

肥料の荷卸はいつでも可能だが、7 月から 8 月の雨季の時期は避けた方がよい。雨は 5 月ぐ

らいから降り始めるが、一番ひどいのは 7 月から 8 月である。また、肥料が民間市場で多く

売却される時期の 1 か月前は肥料を満載した本船の船込みが起こるので、要注意。 

 

② サイゴン港湾局 

喫水平均 10.5 m の河川港。最大 38,000 DWT まで接岸可。2006 年の年間の肥料輸入量は 949

万トン。うち 60%がバルク輸送で、残り 40%はバラ積み。肥料のコンテナ輸送の実績はない。 
                                                      
24 Deadweight Ton（戴貨重量トン数）の略。 
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バルク輸送による岸壁での袋詰めは漏斗のようなホッパーにクレーンで引き上げた肥料を

落としての作業となる。袋詰めは流れ作業で行われる。岸壁には肥料を吸い上げる施設がな

いため本船にクレーンが必要。袋詰作業は本船のクレーン数にもよるが、1 クレーンあたり 1

日 500 MT の袋詰めを行うことが可能。4 本であれば 1 日 2,000 MT、5 本であれば 1 日 2,500 MT

の袋詰めができる。 

縫製は 1 回縫い（single stitch）。袋が破れないようにするには 2 回縫い（double stitch）が理

想だが、縫製機が 1 回縫い仕様であるため、2 回縫いとした場合、袋詰めの作業効率が落ちる

だろう。通関・荷卸作業は手馴れた荷役業者がほとんどであり、免税手続が適切に行われれ

ば特に問題はない。 

 

（11） カマウ省社会政策銀行  

各省に支店を持つ国営銀行であり、貧困層向けの低利融資を行っている。ウ・ミンハ地区

全 43,000 世帯の約 25%（10,750 世帯）、チャンバン・トイ地区全 26,000 世帯の約 34%（8,900

世帯）に貸付実績がある。 

VND1,500,000～3,000,000（約 10,000～20,000 円）の資金を無担保で融資、金利は月 0.65%

となるが、月 1.25%の商業銀行の利率の約半額に過ぎない。貸付金の支払いは月 2 回。ソフト

ローンで最大 1 年、中期ローンで 1 年から 5 年の貸付期間となる。例えば農業なら 1 年、エ

ビの養殖なら 3 年といった具合となる。貸付期限を越えると月 0.845%に利率が上昇する。た

だし、貸付金利は国の法律で定められているためこれ以上の高利設定は不可。貸付金の回収

率は 98%である。 

資金貸付により得られた利益は行内外のプロジェクトに活用する。全体の 77.69 %を行内に

還元（キャパシティービルディングやスタッフの人材育成：55 %、書類・報告書等の印刷経

費：15 %、その他の経費：7.69 %）し、13.08 %を出資者に還元、残りの 9.23 %をマイクロク

レジットの実施主体に還元（州：0.73 %、県 1.5 %、コミューン 7%）する。 

 

（12） カマウ省女性組合 

女性組合は全国組織であり「ベ」国全土に 250 から 300 の女性組合が存在するが、県レベ

ルでは概ね 6～7、コミューン、村レベルでは概ね 3～5 の女性組合がある。 

カマウ支部はカマウ省 PPC の 1 単位をなす組織で女性を対象とした DARD による農業技術

の普及や社会政策銀行による融資事業の側面支援を行っており、具体的には DARD が実施す

る農業や漁業に係る技術指導（ブタの飼育、食糧や魚の保管方法等を含む）側面支援や、青

年組合、家畜組合と協力して社会政策銀行の融資対象者の信用調査、評価・モニタリング等

がある。 

社会政策銀行の融資返済状況の確認にあたっては、月 1 回のペースで全コミューンの貸付

世帯を銀行担当者とともに巡回するが、2 リーダー制を導入しクロスチェックを行っており、

返済リスクの回避を図っている。ただし、貸付条件については厳密な融資条件はなく、世帯

状況や生活水準、利用目的等にかかるヒアリングを行った上、総合的に融資可否が判断する。 
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る。例えば、中国から台湾へは直接肥料を輸出できないため、中国から袋詰で輸出された肥

料をハイフォン港で別の袋に詰め替えて台湾に再輸出している。 

ハイフォン港湾局には荷役業者部（Department of Shipping Agent）という部局があり、ハイ

フォン港の荷役・通関業務を行う荷役業者（Shipping Agent）や輸入業者と密接な連絡体制を

敷いている。港湾内の荷役・通関作業なら同局の登録業者が使い勝手がよいだろう。 

ハイフォン港から内陸の輸送はハノイを含む北部地域は、トラック、ハイフォン以南の南

部地域は船舶（国内）もしくはトラックである。約 10,000 MT の肥料なら本船 1 隻で十分で

あり、中国の肥料を「ベ」国全域に肥料を配布する場合は、ハイフォンからダナン、サイゴ

ンと各港で停泊の上、所定の数量を荷卸すればよい。また、原産国の関係でサイゴン港に最

初に入国しても、逆航路で各港に停泊すればよい。 

港には 11 のバース（berth）がある。各バースの長さは 150 m であり、DWT 24 10,000 MT

の本船なら楽に接岸できる。水深は 5.5 m だが、河川港のため干潮時には 1.7 m になるところ、

本船入港時には干満表（Tide Table）を確認しながら、本船の船長が荷役業者と細かい連絡を

とり、本船の動きをコントロールする必要がある。 

コンテナヤードの無料保管期間は 5 日で、6 日目から料金が発生する。細かい料金は価格表

が手元にないのでよくわからない。袋詰の場合は保税倉庫がいつもいっぱいのことが多いた

め、無料保管期間は設定していない。 

肥料の荷卸はいつでも可能だが、7 月から 8 月の雨季の時期は避けた方がよい。雨は 5 月ぐ

らいから降り始めるが、一番ひどいのは 7 月から 8 月である。また、肥料が民間市場で多く

売却される時期の 1 か月前は肥料を満載した本船の船込みが起こるので、要注意。 

 

② サイゴン港湾局 

喫水平均 10.5 m の河川港。最大 38,000 DWT まで接岸可。2006 年の年間の肥料輸入量は 949

万トン。うち 60%がバルク輸送で、残り 40%はバラ積み。肥料のコンテナ輸送の実績はない。 
                                                      
24 Deadweight Ton（戴貨重量トン数）の略。 
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